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一
　
は
じ
め
に

　
戦
後
カ
ナ
ダ
外
交
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
七
年
ま
で
の
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
政
権
期
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。

同
政
権
は
従
来
の
カ
ナ
ダ
第
一
主
義
か
ら
脱
却
し
、
国
際
機
関
を
通
し
て
国
際
政
治
に
積
極
的
に
関
わ
る
多
国
間
主
義
を
推
進
し
た
。
こ

う
し
た
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
期
の
外
交
の
最
た
る
事
例
が
、
一
九
五
六
年
の
国
連
緊
急
軍
の
設
立
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
を
主
導
し
た
、
同
政

権
の
外
相
の
レ
ス
タ
ー
・
ピ
ア
ソ
ン
（Lester Bow

les Pearson

）
に
注
目
す
る
。

　
国
連
緊
急
軍
の
設
立
は
、
ス
エ
ズ
危
機
の
解
決
を
目
指
す
試
み
の
一
つ
だ
っ
た
。
ス
エ
ズ
危
機
は
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
セ
ル
（G

am
al Abdel 

N
asser

）
大
統
領
が
一
九
五
六
年
七
月
に
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有
化
を
宣
言
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ

ン
ス
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
秘
密
裏
に
手
を
組
み
、
同
年
一
〇
月
、
エ
ジ
プ
ト
に
武
力
行
使
を
行
っ
た
。
前
年
に
は
バ
ン
ド
ン
会
議
が
開
か
れ
、

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
台
頭
し
て
い
た
中
で
の
、
こ
の
帝
国
主
義
的
行
動
は
国
際
社
会
か
ら
強
い
批
判
を
浴
び
た
。
ア
メ
リ
カ
も
イ

ギ
リ
ス
を
非
難
し
、
英
米
関
係
が
悪
化
し
た
。

　
国
連
で
は
、
英
仏
の
拒
否
権
に
よ
っ
て
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
、
安
保
理
）
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
代
表
が
国

連
緊
急
特
別
総
会
の
開
会
を
求
め
る
決
議
案
を
提
出
し
、
採
択
さ
れ（
1
）る。
以
降
、
ス
エ
ズ
危
機
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
の
議
論
の
場
は
総
会

に
移
っ
た
。

　
英
米
の
対
立
を
憂
え
た
ピ
ア
ソ
ン
は
総
会
で
国
連
緊
急
軍
の
設
立
を
提
案
し
た
。
事
前
の
根
回
し
、
提
案
、
決
議
案
の
提
出
な
ど
ピ
ア

ソ
ン
の
貢
献
は
大
き
い
。
こ
の
功
績
を
称
え
ら
れ
て
一
九
五
七
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
。
国
連
緊
急
軍
は
国
連
憲
章
第
七
章

の
強
制
執
行
と
第
六
章
の
平
和
的
解
決
の
間
の
性
質
を
持
っ
て
お
り
、
国
連
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
の
先
鞭
を
つ
け
た
事
例
だ
。

　
本
稿
で
は
、
国
連
緊
急
軍
が
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
経
緯
を
、
カ
ナ
ダ
政
府
の
外
交
文
書
や
関
係
者
の
回
顧
録
な
ど
か
ら
明
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ら
か
に
す
る
。
特
に
、
ス
エ
ズ
危
機
に
お
い
て
立
場
の
隔
た
り
が
大
き
か
っ
た
英
米
の
同
意
を
ピ
ア
ソ
ン
が
い
か
に
し
て
取
り
付
け
よ
う

と
し
た
の
か
に
注
目
す
る
。

　
本
稿
で
注
目
す
る
ピ
ア
ソ
ン
は
、
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
（Louis St.Laurent

）
首
相
か
ら
、
外
相
と
し
て
外
交
政
策
を
一
任
さ
れ
て
い（
2
）た。

ピ
ア
ソ
ン
は
外
交
官
と
し
て
積
み
重
ね
た
名
声
や
、
議
会
に
お
け
る
与
党
・
自
由
党
の
優
越
を
背
景
に
大
き
な
裁
量
を
握
っ
て
い（
3
）た。
二

人
の
か
か
わ
り
は
一
九
四
六
年
に
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
が
カ
ナ
ダ
初
の
専
任
外
相
に
就
任
し
た
と
き
か
ら
始
ま（
4
）る。

ピ
ア
ソ
ン
は
外
務
次
官
と

し
て
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
を
支
え
た
。
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
と
ピ
ア
ソ
ン
は
首
相
・
外
相
と
し
て
コ
ン
ビ
を
組
み
、
国
連
緊
急
軍
の
設
立
に
際
し
て

も
結
束
し
て
対
応
し
た
。

　
ピ
ア
ソ
ン
は
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
カ
ナ
ダ
人
の
家
に
生
ま
れ
育（
5
）つ。
ト
ロ
ン
ト
大
学
在
学
中
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃

発
し
、
ピ
ア
ソ
ン
は
看
護
兵
と
し
て
志
願
す（
6
）る。
戦
争
終
了
後
、
学
業
に
復
帰
す
る
。
そ
の
後
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
も
学
士
号
・

修
士
号
を
取
得
し
た
。
一
九
二
五
年
に
帰
国
後
、
ト
ロ
ン
ト
大
学
で
歴
史
学
の
教
鞭
を
と
る
。
当
時
の
外
務
次
官
に
勧
誘
さ
れ
て
一
九
二

八
年
か
ら
外
交
官
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め（
7
）た。

　
外
交
官
と
な
っ
た
ピ
ア
ソ
ン
は
、
駐
英
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
書
記
官
（
一
九
三
五
〜
一
九
四
二
）
や
、
駐
米
公
使
館
参
事
官
（
一
九
四

二
〜
一
九
四
四
）、
駐
米
特
命
全
権
大
使
（
一
九
四
四
〜
一
九
四
六
）
な
ど
を
歴
任
し（
8
）た。

駐
米
大
使
時
代
に
は
連
合
国
救
済
復
興
機
関
の
カ

ナ
ダ
代
表
と
し
て
食
糧
部
門
の
理
事
長
を
務
め
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
も
参
加
し
た
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
設
立
交
渉
に
外
務
次
官
・
外
相

と
し
て
か
か
わ
り
、
カ
ナ
ダ
外
相
と
し
て
国
連
総
会
議
長
に
選
ば
れ
た
。
戦
中
か
ら
戦
後
の
カ
ナ
ダ
外
交
の
重
要
な
場
面
に
立
ち
合
っ
て

お
り
、
国
際
機
関
と
の
か
か
わ
り
も
深
い
。
集
団
安
全
保
障
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、「
国
連
軍
」
構（
9
）想を

イ
ー
デ
ン
（Anthony 

Eden

）
英
首
相
に
提
案
し
た
こ
と
も
あ
る
。
同
構
想
は
一
度
挫
折
す
る
も
国
連
緊
急
軍
の
設
立
と
い
う
形
で
結
実
す
る
。

　
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
る
国
連
緊
急
軍
設
立
の
意
義
を
理
解
す
る
た
め
に
、
当
時
の
カ
ナ
ダ
外
交
の
三
つ
の
路
線
を
確
認
す
る
。
三
つ
の
路
線

と
は
、
進
歩
保
守
）
10
（
党
に
代
表
さ
れ
る
保
守
派
が
伝
統
的
に
推
進
し
て
い
た
対
英
追
随
主
義
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
自
由
党
の
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マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
・
キ
ン
グ
（W

illiam
 Lyon M

ackenzie King

）
首
相
が
推
進
し
た
カ
ナ
ダ
第
一
主
義
、
そ
し
て
戦
後
に
ピ
ア
ソ
ン
ら
が
推

進
し
た
多
国
間
主
義
だ
。

　
戦
間
期
に
支
配
的
だ
っ
た
カ
ナ
ダ
第
一
主
義
は
国
内
の
融
和
を
重
視
し
、
対
外
的
な
関
与
を
抑
え
る
方
針
だ
っ
た
。
し
か
し
、
第
二
次

世
界
大
戦
が
激
化
す
る
な
か
で
戦
争
協
力
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
多
大
な
貢
献
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
戦
後
に
な
る
と
、
多
国
間
主
義
路
線

が
ピ
ア
ソ
ン
ら
を
中
心
に
推
進
さ
れ
）
11
（

た
。
国
際
的
に
貢
献
す
る
こ
と
で
発
言
力
を
増
す
と
と
も
に
、
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
国
際
秩

序
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
）
12
（
た
。
冷
戦
下
で
は
、
英
米
と
の
協
力
関
係
を
重
視
し
つ
つ
、
他
の
西
側
諸
国
や
第
三
世
界
の
諸
国

と
国
際
機
関
を
通
じ
て
交
渉
や
協
力
を
行
っ
た
。

　
当
時
の
カ
ナ
ダ
で
は
対
英
追
随
主
義
も
依
然
と
し
て
根
強
か
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
に
支
配
的
だ
っ
た
路
線
で
、
カ
ナ
ダ
で
保

守
派
と
い
え
ば
こ
の
考
え
を
指
す
。
多
国
間
主
義
を
推
進
し
た
ピ
ア
ソ
ン
も
、
ス
エ
ズ
危
機
の
際
に
は
慎
重
に
イ
ギ
リ
ス
と
の
距
離
を

測
っ
た
。

　
ス
エ
ズ
危
機
以
降
、
対
英
追
随
主
義
は
力
を
失
）
13
（

う
。
多
国
間
主
義
は
進
歩
保
守
党
の
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
政
権
（
一
九
五
七
〜
一

九
六
三
）
で
も
引
き
継
が
れ
、
戦
後
カ
ナ
ダ
外
交
の
特
徴
と
な
っ
）
14
（
た
。
Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
国
連
緊
急
軍
の

設
立
は
大
き
な
転
機
だ
っ
）
15
（

た
。

　
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
る
国
連
緊
急
軍
の
設
立
の
先
行
研
究
に
は
、
ピ
ア
ソ
ン
個
人
に
着
目
し
た
も
の
が
多
い
。
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
（John 

English

）
は
カ
ナ
ダ
政
府
の
公
文
書
や
膨
大
な
私
文
書
を
駆
使
し
て
お
り
、
ピ
ア
ソ
ン
の
高
い
交
渉
能
力
ゆ
え
に
国
連
緊
急
軍
が
実
現
し

た
こ
と
、
ピ
ア
ソ
ン
の
狙
い
は
集
団
安
全
保
障
の
構
築
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
）
16
（

た
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（Anthony Anderson

）
は
カ
ナ

ダ
の
国
連
代
表
部
で
参
事
官
を
務
め
て
い
た
マ
レ
ー
（G

eofrrey M
urray

）
の
証
言
を
盛
り
込
ん
で
、
新
た
な
ピ
ア
ソ
ン
像
を
提
示
し
）
17
（
た
。

　
国
連
緊
急
軍
の
設
立
に
着
目
し
た
初
期
の
重
要
な
研
究
と
し
て
は
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（Terence Robertson

）
が
挙
げ
ら
れ
）
18
（

る
。
ピ
ア

ソ
ン
が
便
宜
を
図
っ
て
資
料
を
見
せ
た
り
、
積
極
的
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
た
り
し
た
。
ま
た
、
著
者
は
当
時
の
各
国
の
外
務
大
臣
や
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外
交
官
た
ち
に
数
多
く
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
国
連
緊
急
軍
設
立
の
内
情
を
詳
し
く
明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
し
、
執
筆
当
時
首
相

だ
っ
た
ピ
ア
ソ
ン
の
意
向
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
匿
名
の
証
言
も
多
く
、
他
の
研
究
者
に
よ
る
再
検
証
が
困
難
と
い
う
弱
点
を
抱
え

て
い
る
。

　
吉
田
健
正
は
カ
ナ
ダ
と
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
か
か
わ
り
を
論
じ
）
19
（
た
。
国
連
緊
急
軍
設
立
の
背
景
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
る
国
連
を
通
し
た
安

全
保
障
の
模
索
や
、
カ
ナ
ダ
外
交
の
理
念
に
言
及
し
た
。
一
方
、
構
想
が
政
策
と
し
て
実
践
さ
れ
る
に
至
る
過
程
へ
の
検
証
は
十
分
で
は

な
い
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
ピ
ア
ソ
ン
の
狙
い
は
英
米
の
分
裂
や
英
連
邦
内
の
亀
裂
を
食
い
止
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
英
仏
の
面

子
を
保
っ
た
ま
ま
撤
退
を
促
す
こ
と
だ
っ
た
と
し
て
い
）
20
（
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
と
の
協
力
関
係
が
国
連
緊
急
軍
の
設
立
に
大
き
く
寄
与
し

た
と
指
摘
し
て
い
）
21
（
る
。

　
い
ず
れ
も
重
要
か
つ
説
得
力
の
あ
る
指
摘
だ
。
し
か
し
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
点
も
あ
る
。
ピ
ア
ソ
ン
が
ア
メ
リ
カ
と
緊
密
に

連
携
し
た
こ
と
は
多
く
指
摘
さ
れ
る
が
、
ス
エ
ズ
危
機
の
当
事
国
で
も
あ
る
イ
ギ
リ
ス
か
ら
い
か
に
支
持
を
取
り
付
け
た
か
は
言
及
が
少

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ピ
ア
ソ
ン
の
提
案
を
ダ
レ
ス
米
国
務
長
官
（John Foster D

ulles

）
が
い
ち
早
く
支
持
し
た
こ
と
が
国
連
緊
急
軍
の

実
現
に
寄
与
し
た
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
の
厳
し
い
対
応
に
よ
っ
て
生
じ
た
ポ
ン
ド
の
大
暴
落
が
イ
ギ
リ
ス
の
停
戦
受
諾
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
役
割
が
大
き
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
）
22
（
い
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
だ
け
で
は
ピ
ア
ソ
ン
が
早
い
段
階
で
イ
ー
デ

ン
英
首
相
か
ら
支
持
を
得
ら
れ
た
背
景
は
説
明
で
き
な
）
23
（

い
。
カ
ナ
ダ
の
重
要
な
相
手
国
で
あ
り
、
ス
エ
ズ
危
機
の
当
事
国
で
も
あ
る
イ
ギ

リ
ス
の
支
持
を
得
た
こ
と
で
、
ピ
ア
ソ
ン
が
閣
僚
か
ら
の
批
判
を
受
け
ず
国
連
緊
急
軍
の
設
立
を
推
進
で
き
た
と
い
う
側
面
も
過
小
評
価

す
べ
き
で
な
い
。

　
本
稿
で
は
、
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
る
国
連
緊
急
軍
の
設
立
過
程
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
対
米
連
携
に
加
え
て
、
対
英
関
係
に
も
焦
点
を

当
て
る
。
ス
エ
ズ
危
機
で
英
米
の
立
場
が
大
き
く
隔
た
っ
て
い
た
中
で
、
同
床
異
夢
だ
っ
た
と
は
い
え
、
か
ろ
う
じ
て
両
国
か
ら
国
連
緊
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急
軍
設
立
の
賛
同
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
先
行
研
究
で
は
、
対
米
協
調
の
重
要
性
や
、
ピ
ア
ソ
ン
が

英
米
関
係
を
良
好
に
保
つ
べ
き
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
た
め
、
本
研
究
で
は
対
英
関
係
に
も
注
目
す
る
こ
と
で
、
英
米
加

の
良
好
な
関
係
を
実
現
す
る
べ
く
ピ
ア
ソ
ン
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
の
か
、
そ
の
結
果
と
し
て
国
連
緊
急
軍
を
設
立
し
た
具
体
的
な
過

程
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
対
英
関
係
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
国
連
緊
急
軍
の
設
立
を
契
機
と
し
て

多
国
間
主
義
が
確
立
し
た
背
景
に
つ
い
て
も
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ピ
ア
ソ
ン
は
国
連
緊
急
軍
に
つ
な
が
る
案
を
早
い
段
階
か
ら
英
米
双
方
に
伝
え
て
い
た
。
当
初
の
案
は
イ
ギ
リ
ス
の
立
場
に
非
常
に
寄

り
添
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
途
中
で
ア
メ
リ
カ
と
の
協
調
に
急
激
に
転
換
し
た
。
英
米
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
案
に
賛
同
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
第
二
章
で
ピ
ア
ソ
ン
が
英
米
と
の
友
好
関
係
を
重
視
し
、
特
に
中
東
に
関
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
方
針
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と

と
、「
国
連
軍
」
構
想
の
挫
折
の
過
程
を
検
討
す
る
。
第
三
章
か
ら
第
四
章
で
国
連
緊
急
軍
設
立
の
過
程
を
検
討
し
、
連
携
相
手
を
イ
ギ

リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
転
換
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
五
章
で
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
る
国
連
緊
急
軍
設
立
の
評
価
を
行
う
。
史
料
と
し

て
、
外
交
文
書
や
閣
議
決
定
、
ピ
ア
ソ
ン
の
著
作
・
演
説
集
、
そ
の
他
関
係
者
の
回
顧
録
と
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
カ
ナ
ダ
連
邦
下

院
の
議
事
録
を
使
用
す
る
。

二
　「
国
連
軍
」
構
想
の
萌
芽
と
挫
折

　
ピ
ア
ソ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
に
苦
慮
し
た
。「
国
連
軍
」
構
想
も
、
ス
エ
ズ
危
機
勃
発
後
の
武
力
行
使
の
回
避
を
求
め
る
訴
え
も

イ
ー
デ
ン
英
首
相
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
。
特
に
後
者
は
深
刻
で
、
イ
ギ
リ
ス
が
武
力
行
使
の
道
を
突
き
進
ん
だ
こ
と
で
、
ピ
ア
ソ
ン
が

か
ね
て
よ
り
カ
ナ
ダ
外
交
の
大
前
提
と
し
て
重
視
し
て
い
た
、
英
米
の
協
調
関
係
を
打
ち
崩
し
て
し
ま
っ
た
。
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ピ
ア
ソ
ン
は
、
長
期
的
に
は
「
国
連
軍
」
構
想
を
抱
き
、
短
期
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
武
力
行
使
を
止
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
特
に
、
中

東
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
イ
ギ
リ
ス
と
協
議
を
行
い
、
対
米
関
係
よ
り
も
対
英
関
係
に
重
点
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
東
が
イ

ギ
リ
ス
帝
国
に
と
っ
て
生
命
線
と
も
い
え
る
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
）
24
（
う
。

㈠
　
ピ
ア
ソ
ン
の
カ
ナ
ダ
外
交
観

　
ピ
ア
ソ
ン
は
カ
ナ
ダ
外
交
を
規
定
す
る
要
素
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
英
米
間

の
協
調
を
維
持
す
る
こ
と
も
必
要
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。

　
ピ
ア
ソ
ン
は
、
一
九
四
一
年
に
行
っ
た
講
演
の
中
で
、
カ
ナ
ダ
に
は
北
米
国
家
と
し
て
の
運
命
と
、
英
自
治
領
と
し
て
の
運
命
と
が
あ

り
、
英
米
の
政
策
が
カ
ナ
ダ
に
二
者
択
一
を
迫
る
ほ
ど
に
分
岐
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
カ
ナ
ダ
に
と
っ
て
一
番
の
問
題
だ
と
説
明
し

て
い
る
。
も
し
、
英
米
の
立
場
が
隔
た
っ
て
し
ま
え
ば
、
カ
ナ
ダ
と
い
う
国
の
存
在
そ
の
も
の
が
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
る
と
ま
で
述
べ

て
い
）
25
（

る
。
一
九
四
五
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
カ
ナ
ダ
の
立
場
を
説
明
し
た
演
説
で
も
同
様
の
見
解
を
示
し
）
26
（

た
。
加
え
て
、
国
際

安
全
保
障
に
貢
献
す
る
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
と
し
て
の
立
場
が
あ
る
こ
と
も
主
張
し
）
27
（

た
。

　
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
な
っ
て
も
、
英
連
邦
や
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
重
視
す
る
立
場
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
冷
戦
が
進
展
し
、
カ

ナ
ダ
外
交
に
は
西
側
の
一
員
と
し
て
の
立
場
が
加
わ
っ
た
。
英
米
と
カ
ナ
ダ
と
の
協
調
の
重
要
性
が
減
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
時
に

ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
と
し
て
仲
介
役
を
務
め
る
重
要
性
も
引
き
続
き
意
識
し
て
い
）
28
（
た
。
ス
エ
ズ
危
機
が
勃
発
し
て
か
ら
も
、
英
米
の
分
裂
を
避

け
る
べ
き
こ
と
が
度
々
言
及
さ
れ
）
29
（

た
。

　
次
に
、
ピ
ア
ソ
ン
の
集
団
安
全
保
障
に
関
す
る
発
言
を
検
討
す
る
。
ピ
ア
ソ
ン
の
多
国
間
主
義
は
安
全
保
障
の
側
面
を
重
視
し
て
い
る
。

国
連
緊
急
軍
の
設
立
も
イ
ギ
リ
ス
軍
を
早
期
に
撤
退
さ
せ
て
、
英
米
間
の
対
立
を
和
ら
げ
る
狙
い
が
あ
り
、
一
種
の
安
全
保
障
の
側
面
を

有
し
て
い
た
。
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一
九
四
〇
年
代
以
降
、
ピ
ア
ソ
ン
は
国
家
主
権
の
制
限
、
集
団
安
全
保
障
の
実
践
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
、
カ
ナ
ダ
も
積
極
的
に
参
加

す
る
べ
き
と
の
発
言
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
一
九
七
二
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
た
ピ
ア
ソ
ン
の
回
顧
録
で
も
同
様
の
主
張
が
み
ら
れ
）
30
（

る
。

　
一
九
四
一
年
一
月
に
は
、
戦
争
を
防
ぐ
た
め
に
「
す
べ
て
の
国
々
が
よ
り
広
い
国
家
連
合
の
利
益
に
お
い
て
主
権
の
性
質
の
一
部
を
放

棄
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
演
説
し
）
31
（
た
。
翌
四
二
年
一
月
の
講
演
で
は
軍
事
力
が
国
家
主
権
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
）
32
（
た
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
で
の
カ
ナ
ダ
政
府
の
立
場
を
説
明
し
た
演
説
で
は
集
団
安
全
保
障
に
対
す
る
カ
ナ
ダ
の
か
か
わ
り
方
も
論
じ
て

い
る
。
カ
ナ
ダ
は
、
安
全
保
障
理
事
会
の
決
定
に
基
づ
い
て
集
団
警
察
行
動
を
行
う
べ
く
武
力
で
も
っ
て
貢
献
す
る
役
割
を
担
う
、
国
際

安
全
保
障
に
貢
献
す
る
国
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
）
33
（

る
。
ゆ
え
に
、
非
常
任
理
事
国
を
選
出
す
る
選
挙
な
ど
で
優
遇
さ
れ
る
べ
き
と
主
張
し

た
。

　
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
ピ
ア
ソ
ン
は
、
カ
ナ
ダ
外
交
の
大
前
提
と
し
て
加
英
関
係
・
加
米
関
係
・
英
米
関
係
の
す
べ
て
が
良
好
で

あ
る
必
要
性
を
挙
げ
て
い
た
。
ス
エ
ズ
危
機
当
時
は
西
側
の
一
員
と
し
て
結
束
を
保
つ
こ
と
も
重
視
し
て
い
た
。
ま
た
、
ピ
ア
ソ
ン
は
集

団
安
全
保
障
を
支
持
し
、
カ
ナ
ダ
も
集
団
安
全
保
障
に
積
極
的
に
か
か
わ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

㈡
　
ガ
ザ
地
区
襲
撃
事
件
と
「
国
連
軍
」
構
想
の
挫
折

　
一
九
五
五
年
二
月
二
八
日
か
ら
三
月
一
日
の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
ガ
ザ
地
区
襲
撃
事
件
は
中
東
政
治
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。
エ

ジ
プ
ト
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
対
立
を
深
め
、
エ
ジ
プ
ト
と
西
側
諸
国
と
の
間
に
武
器
調
達
を
め
ぐ
る
対
立
を
生
み
、
ス
エ
ズ
危
機
の
遠
因
と

な
っ
）
34
（

た
。
事
件
以
降
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
間
で
小
競
り
合
い
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
現
地
で
は
国
連
休
戦
監
視
機
構
が
報
告
書
を

作
成
し
て
い
た
が
、
紛
争
そ
れ
自
体
を
抑
制
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
い
た
。

　
情
勢
を
安
定
さ
せ
る
た
め
の
方
策
が
国
際
的
な
議
論
の
対
象
と
な
）
35
（

る
。
国
連
休
戦
監
視
機
構
の
人
員
増
強
や
、
権
限
を
拡
大
し
て
新
た

な
任
務
を
帯
び
た
「
国
連
軍
」
を
導
入
す
る
案
が
論
じ
ら
れ
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
後
者
の
案
を
推
し
て
い
た
。
国
連
休
戦
監
視
機
構
の
よ
う
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に
少
数
の
将
校
が
停
戦
を
監
視
す
る
の
で
は
な
く
、
部
隊
を
派
遣
し
て
国
境
を
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
停
戦
を
確
実
に
維
持
し
、
政

治
的
解
決
に
つ
な
げ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
。

　
一
九
五
五
年
一
一
月
上
旬
に
は
、
国
連
休
戦
監
視
機
構
の
参
謀
長
を
務
め
、
の
ち
に
国
連
緊
急
軍
の
初
代
司
令
官
に
な
っ
た
カ
ナ
ダ
陸

軍
出
身
の
バ
ー
ン
ズ
（Eedson Louis M

illard Burns

）
と
ピ
ア
ソ
ン
が
会
談
し
、「
国
連
軍
」
構
想
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
二
人
は
「
国

連
軍
」
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
境
付
近
を
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
案
を
一
九
五
六
年
の
国
連
総
会
で
提
案
す
る
こ
と
が
可
能
か
を
検
討
し
）
36
（

た
。

バ
ー
ン
ズ
は
ナ
ッ
テ
ィ
ン
グ
（Anthony N

utting

）
英
外
務
担
当
国
務
相
や
イ
ー
デ
ン
英
首
相
と
も
ロ
ン
ド
ン
で
会
い
、「
国
連
軍
」
の
導

入
の
可
能
性
に
つ
い
て
議
論
し
）
37
（

た
。

　
一
九
五
六
年
二
月
一
日
に
は
、
ピ
ア
ソ
ン
が
連
邦
下
院
で
「
国
連
軍
」
構
想
を
提
唱
し
た
。「
国
境
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
国

際
警
察
軍
（International Police Force
）
を
設
立
す
べ
き
」
と
主
張
し
）
38
（
た
。
国
際
警
察
軍
、
す
な
わ
ち
「
国
連
軍
」
を
設
立
す
る
目
的
と

し
て
、
平
和
的
解
決
が
模
索
さ
れ
て
い
る
間
、
停
戦
委
員
会
の
下
で
「
国
連
軍
」
が
当
事
国
の
軍
を
引
き
離
し
た
り
、
当
該
地
域
を
パ
ト

ロ
ー
ル
し
た
り
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
）
39
（

た
。

　
二
月
一
日
の
答
弁
に
見
ら
れ
る
「
国
連
軍
」
構
想
は
、
後
に
ピ
ア
ソ
ン
が
国
連
総
会
で
「
国
連
軍
」
の
設
立
を
提
唱
し
た
際
の
議
論
と

類
似
し
て
い
る
。「
国
連
軍
」
が
当
事
者
の
間
の
境
界
を
守
る
こ
と
で
、
停
戦
を
維
持
し
、
当
事
者
同
士
の
話
し
合
い
を
妨
げ
る
要
因
を

除
く
と
い
う
点
が
共
通
し
て
い
る
。
国
連
憲
章
に
規
定
さ
れ
た
強
制
執
行
を
実
行
す
る
部
隊
と
し
て
の
国
連
軍
と
は
対
照
的
だ
。
一
九
五

六
年
初
頭
の
ピ
ア
ソ
ン
の
「
国
連
軍
」
構
想
に
は
、
国
連
緊
急
軍
の
特
徴
で
も
あ
る
、
平
和
的
解
決
と
強
制
執
行
の
間
の
折
衷
的
な
性
質

が
既
に
現
れ
て
い
た
。

　
折
し
も
一
九
五
六
年
二
月
三
日
か
ら
四
日
間
、
イ
ー
デ
ン
英
首
相
、
ロ
イ
ド
（Selw

yn Lloyd

）
英
外
相
が
カ
ナ
ダ
を
訪
れ
た
。
ピ
ア

ソ
ン
は
イ
ー
デ
ン
や
ロ
イ
ド
に
「
国
連
軍
」
構
想
を
提
案
し
た
が
、
非
現
実
的
と
却
下
さ
れ
て
し
ま
う
。「
国
連
軍
」
構
想
は
一
時
停
止

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
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二
月
六
日
に
イ
ー
デ
ン
が
連
邦
下
院
で
演
説
を
行
い
、
中
東
で
の
紛
争
の
リ
ス
ク
を
下
げ
る
た
め
に
国
連
休
戦
監
視
機
構
の
人
員
増
強

を
提
案
し
）
40
（

た
。
翌
二
月
七
日
の
記
者
会
見
で
は
質
問
が
寄
せ
ら
れ
た
。
記
者
た
ち
は
イ
ー
デ
ン
の
提
案
が
「
国
連
軍
」
の
設
立
で
あ
る
と

誤
解
し
て
お
り
、
イ
ー
デ
ン
は
従
来
の
休
戦
監
視
機
構
の
人
員
増
の
提
案
で
あ
る
と
訂
正
し
て
い
）
41
（
る
。

　
記
者
会
見
の
後
、
ピ
ア
ソ
ン
が
「
国
連
軍
」
の
導
入
を
提
案
し
た
が
、
イ
ー
デ
ン
や
ロ
イ
ド
は
非
常
に
否
定
的
な
反
応
を
示
し
た
。
理

由
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
双
方
が
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
。
国
連
休
戦
監
視
機
構
の
監
視
要
員
を
必
要

に
応
じ
て
最
大
一
〇
〇
〇
人
程
度
増
員
す
る
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
り
、
ワ
シ
ン
ト
ン
も
こ
の
考
え
に
同
意
し
て
い
る
と
主
張
し
）
42
（
た
。

　
英
米
の
同
意
を
得
ら
れ
な
い
と
あ
っ
て
は
、
ピ
ア
ソ
ン
も
諦
め
る
し
か
な
か
っ
た
。
一
九
五
六
年
一
〇
月
二
九
日
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
エ

ジ
プ
ト
に
攻
撃
を
開
始
し
て
、
状
況
が
危
機
か
ら
戦
争
へ
と
深
刻
化
し
た
際
に
、「
国
連
軍
」
構
想
が
再
び
浮
上
す
る
こ
と
と
な
る
。

㈢
　
ス
エ
ズ
運
河
国
有
化
と
武
力
行
使
回
避
へ
の
説
得

　
一
九
五
六
年
七
月
に
ナ
セ
ル
が
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有
化
を
突
如
宣
言
し
た
こ
と
か
ら
、
ス
エ
ズ
危
機
が
始
ま
る
。
ス
エ
ズ
運
河
会
社
を

所
有
し
て
い
た
英
仏
両
政
府
は
強
く
反
発
し
た
。
最
終
的
に
英
仏
イ
ス
ラ
エ
ル
が
一
〇
月
末
に
エ
ジ
プ
ト
に
対
す
る
軍
事
攻
撃
に
踏
み
切

る
。
七
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
の
時
期
、
ピ
ア
ソ
ン
は
公
的
な
発
言
を
控
え
つ
つ
、
水
面
下
で
武
力
行
使
の
回
避
を
訴
え
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
ス
エ
ズ
運
河
は
本
国
と
植
民
地
を
つ
な
ぐ
要
衝
だ
っ
た
。
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有
化
に
イ
ー
デ
ン
は
強
く
反
発
し
、

「
武
力
行
使
も
辞
さ
な
い
」
と
宣
言
し
）
43
（

た
。

　
七
月
二
八
日
に
は
カ
ナ
ダ
で
連
邦
下
院
が
開
か
れ
た
。
進
歩
保
守
党
の
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
か
ら
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
帯
を
示
す

声
明
を
出
す
べ
き
と
の
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ピ
ア
ソ
ン
は
ス
エ
ズ
運
河
が
従
来
ど
お
り
開
放
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
以

外
は
、
声
明
を
出
す
に
は
時
期
尚
早
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
支
持
や
エ
ジ
プ
ト
へ
の
抗
議
に
つ
い
て
明
言
を
避
け
）
44
（

た
。

　
そ
の
後
も
同
様
の
や
り
取
り
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
八
月
一
日
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
帯
を
訴
え
た
デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
に
対
し
、
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ピ
ア
ソ
ン
は
「
わ
が
国
政
府
は
す
で
に
こ
の
問
題
に
懸
念
を
表
明
し
、
ス
エ
ズ
運
河
の
国
際
管
理
の
原
則
へ
の
支
持
を
表
明
し
て
」
い
る

と
答
え
た
。
ま
た
、「
英
連
邦
の
観
点
か
ら
も
、
今
こ
の
瞬
間
に
こ
れ
以
上
踏
み
込
む
べ
き
か
は
疑
問
」
と
し
）
45
（

た
。
公
式
の
声
明
を
最
低

限
に
抑
え
る
姿
勢
は
一
〇
月
末
ま
で
継
続
す
る
。

　
内
閣
の
中
で
も
意
見
は
割
れ
た
。
閣
僚
の
何
人
か
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
凧
の
し
っ
ぽ
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
野
党
か
ら
の
批
判
を
避

け
る
た
め
に
、
イ
ギ
リ
ス
を
支
持
す
る
べ
き
と
考
え
て
い
）
46
（

た
。
当
時
の
カ
ナ
ダ
社
会
で
は
親
英
的
な
風
潮
が
根
強
か
っ
た
。

　
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
首
相
は
ピ
ア
ソ
ン
に
対
し
、
英
米
の
対
立
と
い
う
破
滅
的
な
状
況
を
避
け
る
た
め
の
幅
広
い
権
限
を
与
え
、
全
面
的
に

支
持
す
る
こ
と
を
約
束
し
）
47
（

た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
武
力
行
使
を
回
避
す
る
べ
き
と
の
考
え
を
水
面
下
で
イ
ギ
リ
ス
政
府
へ
示
す
。
八
月
二
日
に

は
、
駐
カ
ナ
ダ
英
高
等
弁
務
官
と
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
首
相
、
ピ
ア
ソ
ン
外
相
が
会
談
し
た
。
高
等
弁
務
官
は
エ
ジ
プ
ト
に
対
す
る
武
力
行
使

と
、
ス
エ
ズ
危
機
を
収
束
さ
せ
る
た
め
の
国
際
会
議
（
ロ
ン
ド
ン
会
議
）
の
開
催
に
つ
い
て
カ
ナ
ダ
側
の
意
見
を
求
め
て
き
）
48
（
た
。
こ
れ
に

対
し
、
ピ
ア
ソ
ン
が
武
力
行
使
は
効
果
が
疑
わ
し
い
と
否
定
す
る
。
国
際
会
議
に
つ
い
て
は
開
催
を
支
持
し
た
が
、
カ
ナ
ダ
の
出
席
に
つ

い
て
は
、
ス
エ
ズ
運
河
の
自
由
航
行
に
関
す
る
条
約
の
締
結
国
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
断
っ
）
49
（

た
。

　
八
月
初
頭
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
武
力
行
使
の
可
能
性
に
対
し
て
公
式
に
懸
念
を
表
明
す
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
結
局
、

ピ
ア
ソ
ン
は
従
来
通
り
沈
黙
を
続
け
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
七
日
の
閣
議
で
、
ピ
ア
ソ
ン
は
、
英
仏
の
提
案
が
国
際
会
議
で
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
そ
の
場
合
は
イ
ギ
リ
ス
が
武
力
を
行
使
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
）
50
（
た
。
同
日
、
駐
英
高
等
弁
務
官

の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
（N

orm
an Robertson

）
へ
向
け
た
電
報
で
は
、
武
力
行
使
が
な
さ
れ
た
場
合
に
英
連
邦
や
英
米
協
力
、
中
東
の
平
和

へ
大
き
な
影
響
が
出
る
こ
と
、
エ
ジ
プ
ト
が
国
連
に
訴
え
出
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
そ
の
友
好
国
に
と
っ
て
極
め
て
恥
じ
る
べ
き
結
果
に
な
る

と
懸
念
し
て
い
）
51
（
る
。
こ
れ
ら
の
懸
念
を
英
米
仏
三
か
国
に
対
し
て
正
式
に
表
明
す
べ
き
か
ど
う
か
ピ
ア
ソ
ン
は
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
意
見
を

尋
ね
）
52
（

た
。
翌
八
日
、
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
へ
の
懸
念
を
公
式
に
表
明
す
べ
き
と
返
信
し
）
53
（

た
。
こ
れ
に
対
し
、
ピ
ア
ソ
ン
は
懸
念
を

公
式
に
は
表
明
し
な
い
と
の
結
論
を
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
に
伝
え
て
い
る
。
理
由
と
し
て
幅
広
い
国
が
国
際
会
議
へ
の
参
加
を
表
明
し
、
こ
の
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二
日
間
で
状
況
が
改
善
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
）
54
（
る
。
結
局
一
〇
月
末
に
至
る
ま
で
、
ピ
ア
ソ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
強
い
懸
念
を
持

ち
つ
つ
も
、
公
の
場
で
表
明
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
九
月
に
入
っ
て
も
、
ピ
ア
ソ
ン
は
慎
重
な
態
度
を
取
り
続
け
る
。
三
日
の
ロ
イ
ド
と
の
私
的
な
会
談
や
、
五
日
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
会
議
で
は
、

国
連
の
承
認
の
な
い
武
力
行
使
を
し
な
い
よ
う
訴
え
）
55
（
た
。
イ
ギ
リ
ス
が
主
催
す
る
国
際
会
議
へ
の
参
加
の
打
診
が
複
数
回
あ
っ
た
が
、
参

加
を
固
辞
し
た
。
一
五
日
に
開
か
れ
た
西
欧
同
盟
の
会
議
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
し
た
ピ
ア
ソ
ン
は
、
そ
こ
で
も
静
観
を
決
め
込
む
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
ス
エ
ズ
運
河
利
用
国
機
構
に
関
す
る
会
議
に
正
式
に
招
か
れ
て
出
席
す
る
か
、
十
分
に
検
討
し
た
う
え
で
イ
ギ
リ
ス
と

協
力
す
べ
き
と
の
結
論
に
至
る
か
、
い
ず
れ
か
の
状
況
に
な
る
ま
で
は
い
か
な
る
政
治
的
関
係
も
持
つ
よ
う
に
見
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と

説
明
し
て
い
）
56
（
る
。
カ
ナ
ダ
の
協
力
や
支
持
が
当
然
得
ら
れ
る
と
い
う
印
象
を
英
仏
に
与
え
な
い
よ
う
十
分
注
意
す
る
べ
き
と
も
述
べ
て
い

る
）
57
（

。
ロ
イ
ド
英
外
相
は
、
第
二
回
ロ
ン
ド
ン
会
議
の
時
期
に
ピ
ア
ソ
ン
も
ロ
ン
ド
ン
に
来
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
ピ
ア
ソ
ン

自
身
は
「
ロ
ン
ド
ン
に
い
る
と
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
は
近
づ
か
な
い
こ
と
を
決
め
て
い
）
58
（
た
。

　
一
〇
月
に
入
る
と
、
事
態
は
好
転
し
て
い
っ
た
か
に
見
え
た
。
九
日
か
ら
一
三
日
の
安
保
理
で
は
、
ス
エ
ズ
運
河
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢

が
議
題
と
な
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
外
相
と
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
（D

ag H
am
m
arskjöld

）
国
連
事
務
総
長
が
事
務

総
長
室
で
会
合
を
重
ね
、
ス
エ
ズ
運
河
の
自
由
航
行
の
保
障
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
主
権
の
尊
重
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
六
原
則
」
を
打
ち

出
し
）
59
（
た
。
し
か
し
、
同
時
期
に
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ス
ラ
エ
ル
は
秘
密
裏
に
セ
ー
ヴ
ル
で
協
議
を
行
い
、
エ
ジ
プ
ト
に
対
し
て
共

同
で
攻
撃
を
行
う
こ
と
を
決
め
て
い
）
60
（

た
。
か
く
し
て
、
一
〇
月
二
九
日
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
エ
ジ
プ
ト
に
攻
撃
を
開
始
し
、
英
仏
も
エ
ジ
プ

ト
に
対
し
て
空
爆
や
落
下
傘
部
隊
の
投
下
な
ど
を
行
っ
て
い
く
。
危
機
は
、
つ
い
に
戦
争
の
段
階
に
至
っ
た
。

　
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有
化
宣
言
か
ら
戦
闘
に
至
る
ま
で
の
間
、
ピ
ア
ソ
ン
は
対
英
関
係
に
苦
慮
し
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
、
自
由
航
行
の
保
障

と
い
っ
た
国
際
的
な
原
則
へ
の
賛
同
を
示
し
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
や
エ
ジ
プ
ト
へ
の
言
及
を
避
け
た
。
水
面
下
で
は
武
力
行
使
の
回
避
を

イ
ー
デ
ン
ら
に
訴
え
た
。
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こ
の
抑
制
的
な
対
応
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
強
硬
姿
勢
に
賛
同
し
な
い
こ
と
で
国
際
的
な
摩
擦
を
避
け
、
対
立
も
し
な
い
こ
と
で
対
英
関
係

を
良
好
に
保
ち
、
さ
ら
に
国
内
の
保
守
派
の
批
判
に
対
処
す
る
と
い
う
様
々
な
方
面
へ
の
ピ
ア
ソ
ン
の
配
慮
の
結
果
だ
っ
た
。
水
面
下
で

武
力
行
使
の
回
避
を
訴
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
諸
課
題
に
折
り
合
い
を
付
け
よ
う
と
し
た
が
、
戦
端
が
開
か
れ
た
こ
と
で
そ
の
可
能
性

は
潰
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
が
過
激
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
イ
ギ
リ
ス
を
支
持
す
る
か
し
な
い
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
。
特
に
、

「
カ
ナ
ダ
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
へ
の
致
命
的
な
打
撃
」
で
あ
る
と
か
つ
て
ピ
ア
ソ
ン
自
身
が
述
べ
た
、
英
米
間
の
対
立
が
生
じ
た
こ
と

が
深
刻
だ
っ
た
。三

　「
国
連
軍
」
構
想
か
ら
国
連
緊
急
軍
の
提
案
へ

　
本
章
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
エ
ジ
プ
ト
に
攻
撃
を
開
始
し
た
一
九
五
六
年
一
〇
月
二
九
日
か
ら
、
ピ
ア
ソ
ン
が
一
一
月
二
日
未
明
に
国

連
総
会
で
「
国
連
軍
」
構
想
を
提
案
す
る
ま
で
の
時
期
を
扱
う
。
ピ
ア
ソ
ン
が
再
び
「
国
連
軍
」
の
実
現
に
向
け
て
動
き
出
し
た
の
が
こ

の
時
期
だ
。
先
行
研
究
で
は
、
こ
の
時
期
の
検
討
は
簡
単
に
済
ま
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ピ
ア
ソ
ン
が
国
連
緊
急
軍
の
元
と

な
る
案
を
オ
タ
ワ
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
提
案
し
、
見
事
な
手
腕
で
説
得
に
成
功
し
た
と
い
う
説
明
）
61
（
だ
。
当
初
の
構
想
と
実
際
に
成
立
し
た

国
連
緊
急
軍
と
の
差
異
の
検
討
は
あ
ま
り
な
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て
当
初
か
ら
比
較
的
一
貫
し
た
案
が
提
案
さ
れ
て
き
た
か
の
よ
う
に
思

わ
れ
て
き
た
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
当
初
の
案
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
英
米
か
ら
の
要
求
を
ど
の
程
度
受
け
入
れ
た
か
、
と

い
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
説
明
し
な
か
っ
た
ピ
ア
ソ
ン
の
回
顧
録
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
）
62
（

う
。

　
し
か
し
、
実
際
に
は
、
英
仏
軍
を
そ
の
ま
ま
「
国
連
軍
」
と
す
る
な
ど
、
ピ
ア
ソ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
に
か
な
り
配
慮
し
た
案
を
当
初
打
ち

出
し
て
い
た
。
本
章
で
は
、
首
相
の
秘
書
官
補
だ
っ
た
ト
ム
ソ
ン
（D

ale C Thom
son

）
の
回
顧
録
や
、
国
連
代
表
部
で
参
事
官
を
務
め

て
い
た
マ
レ
ー
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
、
外
交
史
料
な
ど
を
用
い
て
、「
国
連
軍
」
構
想
が
の
ち
に
成
立
す
る
国
連
緊
急
軍
へ
と
変
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容
を
遂
げ
て
い
く
初
期
段
階
を
検
討
す
る
。

㈠
　
英
仏
に
よ
る
最
後
通
牒
と
ピ
ア
ソ
ン
の
苦
境

　
一
〇
月
二
九
日
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
エ
ジ
プ
ト
に
攻
撃
を
開
始
し
、
情
勢
は
一
気
に
悪
化
す
る
。
翌
三
〇
日
に
英
仏
が
共
同
で
最
後
通
牒

を
発
し
た
。
内
容
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
エ
ジ
プ
ト
両
国
に
対
し
、
一
二
時
間
以
内
に
戦
闘
を
停
止
し
て
軍
隊
を
撤
退
さ
せ
る
よ
う
求
め
、

そ
れ
が
守
ら
れ
な
い
場
合
に
は
ス
エ
ズ
運
河
の
安
全
を
守
る
た
め
に
英
仏
軍
が
介
入
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
イ

ス
ラ
エ
ル
軍
か
ら
攻
撃
を
開
始
し
て
お
り
、
戦
闘
は
ス
エ
ズ
運
河
か
ら
か
な
り
離
れ
た
場
所
で
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
単
な
る
停

戦
勧
告
と
し
て
は
不
自
然
な
内
容
だ
っ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
英
仏
が
手
を
組
ん
で
い
る
こ
と
や
、
英
仏
が
ス
エ
ズ
運
河
の
国
有
化
に
対
し

武
力
で
介
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
同
時
代
の
人
々
に
も
明
ら
か
だ
っ
た
。

　
最
後
通
牒
は
ピ
ア
ソ
ン
に
と
っ
て
も
衝
撃
的
だ
っ
た
。
再
三
回
避
を
訴
え
て
き
た
武
力
行
使
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま

た
、
ピ
ア
ソ
ン
は
英
連
邦
や
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
会
議
の
場
で
情
報
共
有
を
訴
え
て
い
た
が
、
事
前
の
通
達
と
い
え
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
さ
ら

に
、
イ
ン
ド
を
筆
頭
に
旧
植
民
地
が
反
発
を
強
め
た
こ
と
か
ら
、
英
連
邦
内
の
亀
裂
が
深
ま
る
。
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
、
英
米
の
対
立

が
非
常
に
深
刻
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。
英
連
邦
内
の
亀
裂
や
英
米
の
対
立
を
ど
う
に
か
和
ら
げ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ピ
ア
ソ
ン
に

と
っ
て
喫
緊
か
つ
最
優
先
の
課
題
と
な
る
。

　
一
方
で
、
ピ
ア
ソ
ン
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
断
固
撤
退
を
求
め
る
よ
う
な
強
硬
な
姿
勢
を
と
り
づ
ら
い
理
由
が
あ
っ
た
。
カ
ナ
ダ
国
内
の
親

英
的
な
世
論
は
根
強
か
っ
た
。
伝
統
的
に
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
対
等
な
地
位
を
求
め
て
き
た
自
由
党
政
権
の
閣
僚
も
、
そ
う
し
た
世
論
に

は
敏
感
だ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
国
内
外
の
問
題
を
解
消
す
る
手
段
と
し
て
、
ピ
ア
ソ
ン
は
再
び
「
国
連
軍
」
構
想
を
持
ち
出
す
。
当
初
、
ピ
ア
ソ
ン
の
提
唱

し
た
「
国
連
軍
」
は
イ
ギ
リ
ス
の
行
動
に
正
当
性
を
与
え
る
こ
と
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
軸
が
置
か
れ
て
い
た
。
内
容
も
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イ
ギ
リ
ス
の
主
張
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
連
絡
を
緊
密
に
と
っ
た
の
も
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ピ
ア
ソ
ン
が
国
連
総
会
に
出
席
す

る
べ
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
到
着
し
た
頃
か
ら
急
激
に
親
英
的
色
彩
は
弱
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
と
の
協
調
を
模
索
し
始
め
る
。

㈡
　「
国
連
軍
」
構
想
の
復
活
と
総
会
で
の
提
案

　
英
仏
政
府
が
最
後
通
牒
を
発
す
る
直
前
に
、
イ
ー
デ
ン
は
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
あ
て
の
電
報
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
は

電
報
よ
り
も
先
に
ニ
ュ
ー
ス
で
最
後
通
牒
が
発
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
内
容
も
、
カ
ナ
ダ
が
イ
ギ
リ
ス
を
支
持
す
る
こ
と
を
自
明
視
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
的
な
通
告
に
対
し
て
、
普
段
は
温
厚
な
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
が
憤
慨
し
た
と
い
）
63
（
う
。
イ
ー
デ
ン
へ
の
返
事
は
、
サ
ン

ロ
ー
ラ
ン
と
ピ
ア
ソ
ン
、
外
務
省
の
官
僚
が
共
同
し
て
作
成
し
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
怒
り
よ
り
も
遺
憾
の
意
を
示
す
方
が
良
い
と
助
言
し
て
、

よ
り
控
え
め
な
表
現
に
変
更
し
）
64
（

た
。

　
安
保
理
で
は
米
ソ
が
当
事
国
に
対
し
軍
の
撤
退
を
求
め
る
決
議
案
を
提
出
す
る
。
し
か
し
、
英
仏
が
拒
否
権
を
行
使
し
て
採
択
に
は
至

ら
な
か
っ
た
。
一
〇
月
三
一
日
の
夜
に
は
、
英
仏
軍
が
空
爆
を
開
始
す
る
。
同
日
の
夕
方
に
、
ピ
ア
ソ
ン
は
ロ
ン
ド
ン
や
ワ
シ
ン
ト
ン
に

電
話
を
し
て
「
国
連
軍
」
へ
の
賛
同
を
求
め
）
65
（
た
。
翌
朝
返
事
が
届
く
。
英
米
い
ず
れ
も
、「
国
連
軍
」
の
考
え
に
賛
成
で
は
あ
る
が
、
実

行
に
移
し
て
す
ぐ
に
状
況
の
改
善
に
資
す
る
と
は
思
わ
な
い
と
い
う
内
容
だ
っ
）
66
（

た
。
し
か
し
、
ピ
ア
ソ
ン
は
あ
く
ま
で
「
国
連
軍
」
の
実

現
を
目
指
し
た
。

　
直
後
の
閣
議
で
は
、
国
連
の
権
威
の
も
と
「
国
連
軍
」
を
作
る
こ
と
で
英
仏
へ
の
批
判
を
そ
ら
す
と
い
う
基
本
方
針
を
ピ
ア
ソ
ン
が
提

示
す
）
67
（

る
。
イ
ギ
リ
ス
が
名
誉
あ
る
撤
退
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
ス
エ
ズ
危
機
の
早
期
解
決
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

　
閣
議
で
は
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
首
相
が
イ
ー
デ
ン
英
首
相
へ
の
返
信
を
読
み
上
げ
た
。
何
人
か
の
閣
僚
は
イ
ギ
リ
ス
に
公
に
反
対
す
る
こ
と

が
国
内
政
治
に
悪
影
響
を
与
え
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
）
68
（

た
。
蔵
相
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
批
判
す
れ
ば
次
の
選
挙
で
、
オ
ン
タ
リ
オ
州
で
四
〇
議

席
は
失
う
と
批
判
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
ピ
ア
ソ
ン
と
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
は
書
き
直
し
を
行
）
69
（
う
。
変
更
が
加
え
ら
れ
た
末
に
、
イ
ー
デ
ン
英
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首
相
あ
て
の
手
紙
の
文
面
が
内
閣
で
承
認
さ
れ
）
70
（
た
。

　「
国
連
軍
」
設
立
の
提
案
に
対
し
て
、
カ
ー
ク
パ
ト
リ
ッ
ク
（Ivone Augustine Kirkpatrick

）
英
外
務
次
官
か
ら
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と

エ
ジ
プ
ト
を
引
き
離
す
た
め
に
は
「
国
連
軍
」
の
設
立
も
必
要
で
あ
り
、
英
仏
の
警
察
任
務
を
「
国
連
軍
」
に
引
き
継
ぐ
用
意
が
あ
る
旨

の
反
応
が
返
っ
て
く
）
71
（
る
。
イ
ー
デ
ン
が
一
一
月
一
日
の
午
後
に
英
下
院
で
行
う
予
定
だ
っ
た
演
説
の
原
稿
も
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
駐
英
高
等
弁

務
官
に
事
前
に
開
示
し
た
。
こ
の
演
説
で
、
イ
ー
デ
ン
は
平
和
を
回
復
す
る
義
務
を
実
践
し
て
い
る
と
し
て
改
め
て
自
ら
の
立
場
を
正
当

化
し
た
う
え
で
、
国
連
と
の
協
調
姿
勢
を
示
し
て
い
）
72
（
る
。
こ
の
文
面
を
見
た
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
国
連
軍
」
に
指
揮
権
を

引
き
継
ぐ
用
意
が
あ
る
と
解
釈
し
て
、
ピ
ア
ソ
ン
に
報
告
し
）
73
（

た
。

　
一
一
月
一
日
の
一
七
時
か
ら
始
ま
っ
た
国
連
緊
急
特
別
総
会
は
、
翌
二
日
の
五
時
ま
で
続
い
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
、
外
務
次
官
補
の
ホ
ー

ム
ズ
（John W

endell H
olm
es

）
と
共
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
赴
い
）
74
（
た
。
総
会
議
場
へ
続
く
廊
下
で
、
ピ
ア
ソ
ン
は
マ
レ
ー
に
上
記
の
イ
ギ

リ
ス
案
と
類
似
し
た
、
英
仏
軍
を
暫
定
的
な
基
盤
と
し
て
活
用
し
、
最
終
的
に
は
「
国
連
軍
」
に
置
き
換
え
る
案
を
説
明
し
、
意
見
を
求

め
）
75
（

た
。
マ
レ
ー
は
国
際
的
批
判
が
高
ま
り
す
ぎ
て
い
て
現
実
的
で
は
な
い
と
考
え
、
反
対
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
ピ
ア
ソ
ン
は
「
ノ
ー
マ

ン
﹇
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
駐
英
高
等
弁
務
官
：
筆
者
注
﹈
と
す
ぐ
に
連
絡
を
取
っ
た
ほ
う
が
良
い
」
と
隣
に
い
た
ホ
ー
ム
ズ
外
務
次
官
補
に
言
っ
）
76
（
た
。

こ
の
た
め
、
事
前
に
イ
ギ
リ
ス
側
と
の
話
し
合
い
が
あ
っ
た
も
の
と
マ
レ
ー
は
認
識
し
た
。

　
ダ
レ
ス
米
国
務
長
官
は
、
総
会
に
お
い
て
米
ソ
合
同
で
決
議
案
を
提
出
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ス
ラ
エ
ル

に
よ
る
侵
攻
を
非
難
し
、
す
べ
て
の
当
事
国
に
対
し
て
停
戦
と
、
一
九
四
九
年
に
定
め
た
停
戦
ラ
イ
ン
ま
で
の
撤
退
を
求
め
た
も
の
だ
っ

た
。

　
総
会
が
夕
食
休
憩
に
入
っ
た
際
に
、
ピ
ア
ソ
ン
は
ダ
レ
ス
と
会
談
す
る
。
ピ
ア
ソ
ン
は
、
総
会
で
ア
ド
ホ
ッ
ク
の
委
員
会
を
作
っ
て
仲

介
に
あ
た
る
案
や
、
国
境
周
辺
に
「
国
連
軍
」
を
設
立
す
る
案
を
ダ
レ
ス
に
提
案
し
た
。
秩
序
を
保
つ
の
に
十
分
な
戦
力
を
持
つ
「
国
連

軍
」
の
設
立
が
重
要
で
あ
り
、
英
仏
が
面
子
を
保
っ
た
ま
ま
撤
退
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
論
じ
）
77
（
た
。
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一
一
月
一
日
の
夜
に
は
、
イ
ー
デ
ン
か
ら
戦
況
が
安
定
し
た
ら
「
国
連
軍
」
へ
指
揮
権
を
移
譲
す
る
提
案
が
届
）
78
（
く
。
し
か
し
、
既
に
ピ

ア
ソ
ン
は
英
仏
軍
を
「
国
連
軍
」
と
す
る
案
を
放
棄
し
て
い
た
。
二
二
時
頃
に
ピ
ア
ソ
ン
が
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
に
電
話
し
た
際
に
は
そ
の
旨

を
伝
え
、
ダ
レ
ス
と
の
会
談
の
内
容
を
説
明
し
、
米
ソ
に
よ
る
決
議
案
に
棄
権
す
る
こ
と
を
提
案
し
）
79
（
た
。
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
は
こ
の
提
案
を

承
認
す
る
。
ピ
ア
ソ
ン
は
棄
権
理
由
を
説
明
す
る
際
に
「
国
連
軍
」
を
提
案
す
る
こ
と
を
決
め
、
ダ
レ
ス
は
こ
れ
を
全
面
的
に
支
持
し
）
80
（
た
。

日
付
を
回
っ
た
こ
ろ
、
ピ
ア
ソ
ン
は
駐
英
高
等
弁
務
官
の
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
と
電
話
を
す
る
。
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
は
、
ロ
イ
ド
英
外
相
が
国
連

に
基
づ
く
機
構
の
設
立
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
受
け
入
れ
る
と
述
べ
て
い
た
と
ピ
ア
ソ
ン
に
伝
え
）
81
（
る
。

　
こ
う
し
た
や
り
取
り
を
経
て
、
一
一
月
二
日
午
前
三
時
に
、
ピ
ア
ソ
ン
は
棄
権
の
理
由
説
明
と
国
連
緊
急
軍
設
立
の
提
案
を
行
っ
た
。

ピ
ア
ソ
ン
は
米
ソ
の
総
会
決
議
案
は
公
平
で
客
観
的
な
表
現
で
書
か
れ
た
穏
健
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
評
価
し
た
。
ま
た
、「
二
つ
の
母

な
る
国
」
で
あ
る
英
仏
の
立
場
を
支
持
で
き
な
い
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
旨
を
表
明
し
た
。
一
方
で
、
ピ
ア
ソ
ン
は
総
会
決
議
案
の
欠
点
も

指
摘
し
た
。
停
戦
を
勧
告
す
る
に
留
ま
る
こ
と
、
当
事
者
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
効
果
が
な
い
こ
と
、
停
戦
の
の
ち
ど
の
よ
う
に
国
連
に
よ

る
平
和
的
な
解
決
に
つ
な
げ
る
の
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
軍
の
再
展
開
を
防
ぐ
方
策
が
な
い
こ
と
な
ど
だ
。
そ
の
上
で
、「
国
連

事
務
総
長
が
加
盟
国
政
府
と
の
間
で
、
政
治
決
着
が
図
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
こ
の
国
境
を
平
和
に
保
つ
の
に
十
分
な
規
模
の
国
連
軍
を
手

配
し
始
め
る
権
限
を
与
え
る
条
項
を
設
け
る
こ
と
を
希
望
」
し
）
82
（

た
。

　
こ
の
演
説
に
ダ
レ
ス
は
す
か
さ
ず
賛
同
し
）
83
（
た
。
イ
ギ
リ
ス
代
表
も
、
数
時
間
前
に
「
国
連
軍
」
に
よ
る
引
き
離
し
に
言
及
し
て
お
り
、

「
国
連
軍
」
へ
の
カ
ナ
ダ
軍
の
参
加
も
歓
迎
し
て
い
）
84
（

た
。
他
の
諸
国
の
反
応
も
肯
定
的
で
、
以
降
は
具
体
的
な
決
議
案
を
策
定
す
る
議
論

が
進
む
こ
と
と
な
る
。

　
一
一
月
一
日
・
二
日
の
国
連
緊
急
総
会
を
境
に
、
ピ
ア
ソ
ン
は
対
米
協
力
に
軸
足
を
一
気
に
移
し
て
い
く
。
な
ぜ
、
方
針
を
転
換
し
た

か
に
つ
い
て
ピ
ア
ソ
ン
の
言
葉
を
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ピ
ア
ソ
ン
は
回
顧
録
に
お
い
て
、
当
初
イ
ギ
リ
ス
寄
り
の
案
で
あ
っ
た

こ
と
を
あ
ま
り
説
明
し
て
お
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
修
正
要
求
に
つ
い
て
も
明
記
し
て
い
な
い
た
め
）
85
（
だ
。
と
は
い
え
、
マ
レ
ー
や
ト
ム
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ソ
ン
の
証
言
か
ら
は
、
各
国
代
表
の
動
向
を
よ
く
知
る
マ
レ
ー
の
進
言
を
聞
い
た
り
、
ピ
ア
ソ
ン
自
身
が
総
会
の
場
に
身
を
置
い
た
り
し

た
こ
と
で
英
仏
へ
の
国
際
的
な
批
判
の
高
ま
り
を
実
感
し
、
方
針
を
転
換
し
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
国
連
緊
急
軍
の
実
現
へ
向
け
た
国
際
的
な
議
論

　
本
章
で
は
、
国
連
緊
急
軍
の
実
現
に
向
け
た
具
体
的
な
議
論
の
進
展
を
見
て
い
く
。
ピ
ア
ソ
ン
は
オ
タ
ワ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
往
復
し

て
、
閣
議
で
外
交
方
針
の
説
明
と
「
国
連
軍
」
構
想
へ
の
承
認
を
正
式
に
得
る
と
と
も
に
、
国
連
本
部
で
他
の
諸
国
の
代
表
と
接
触
す
る

な
ど
、
精
力
的
に
活
動
す
る
。
ア
メ
リ
カ
と
緊
密
に
連
携
し
て
決
議
案
を
作
成
し
た
。
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
主
軸
の
外
交
か
ら
大
き
く
変
化

し
て
い
く
と
共
に
、
国
連
緊
急
軍
の
具
体
的
な
内
実
も
変
遷
し
て
い
く
。

㈠
　
ア
メ
リ
カ
と
の
緊
密
な
連
携
：
国
連
決
議
第
九
九
八
号
の
成
立

　
一
九
五
六
年
一
一
月
二
日
の
午
前
二
時
に
、
ピ
ア
ソ
ン
は
「
国
連
軍
」
構
想
を
総
会
で
提
案
し
た
。
同
日
、
ピ
ア
ソ
ン
と
ハ
マ
ー
シ
ョ

ル
ド
は
昼
食
の
際
に
「
国
連
軍
」
の
実
現
へ
向
け
て
意
見
を
交
換
す
る
。
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
の
秘
書
だ
っ
た
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
コ
ー
デ
ィ

エ
（Andrew

 Cordier

）
や
、
国
連
事
務
次
長
の
ラ
ル
フ
・
バ
ン
チ
（Ralph Bunche

）、
カ
ナ
ダ
の
外
務
次
官
補
で
あ
る
ホ
ー
ム
ズ
が
同

席
し
た
。
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
当
事
国
が
拒
絶
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
実
現
は
難
し
い
と
悲
観
的
だ
っ
）
86
（

た
。

　
一
一
月
三
日
に
は
オ
タ
ワ
で
閣
議
が
開
か
れ
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
、
オ
タ
ワ
に
戻
っ
て
き
て
い
た
。
閣
議
が
始
ま
る
直
前
に
、
ピ
ア
ソ
ン

は
ヒ
ー
ニ
ー
（Arnold D

anford Patrick H
eeney

）
駐
米
大
使
に
電
話
を
し
て
、
決
議
案
を
米
国
務
省
に
回
す
よ
う
指
示
し
）
87
（
た
。
ま
た
、

ピ
ア
ソ
ン
は
英
高
等
弁
務
官
と
も
会
っ
て
、「
国
連
軍
」
が
導
入
さ
れ
た
場
合
の
英
仏
政
府
の
意
向
を
確
か
め
）
88
（

た
。

　
一
〇
時
か
ら
始
ま
っ
た
閣
議
の
時
点
で
、
カ
ナ
ダ
は
英
仏
双
方
か
ら
、
停
戦
監
視
部
隊
の
設
立
と
、
同
部
隊
へ
の
エ
ジ
プ
ト
・
イ
ス
ラ
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エ
ル
の
同
意
と
い
う
条
件
付
き
で
軍
事
介
入
の
延
期
の
申
し
出
を
受
け
て
い
）
89
（
た
。
ま
た
、
ピ
ア
ソ
ン
は
英
仏
軍
を
「
国
連
軍
」
と
す
る
案

は
廃
案
に
し
た
が
、
英
仏
軍
の
参
加
自
体
は
拒
絶
せ
ず
、
他
の
国
々
の
部
隊
も
加
え
て
国
連
の
指
揮
下
に
置
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。

ピ
ア
ソ
ン
は
閣
議
に
お
い
て
、「﹇
筆
者
注
：
停
戦
監
視
﹈
部
隊
に
ほ
か
の
諸
国
か
ら
の
派
遣
を
含
む
こ
と
と
、
す
べ
て
国
連
軍
の
指
揮
の
も

と
上
陸
す
る
こ
と
に
英
仏
が
賛
同
す
れ
ば
、
国
連
総
会
で
か
な
り
の
賛
同
を
得
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
」
と
報
告
し
）
90
（
た
。

　「
国
連
軍
」
に
つ
い
て
、
ピ
ア
ソ
ン
は
閣
僚
ら
か
ら
支
持
を
得
ら
れ
る
か
不
明
だ
っ
た
た
め
、
具
体
的
な
説
明
は
し
な
か
っ
）
91
（

た
。
サ
ン

ロ
ー
ラ
ン
首
相
は
、
あ
ら
た
め
て
全
面
的
な
支
持
を
表
明
し
）
92
（
た
。
キ
ャ
ン
プ
ニ
ー
（Ralph Cam

pney

）
国
防
相
も
熱
狂
的
に
「
国
連
軍
」

構
想
を
支
持
し
）
93
（

た
。

　
マ
レ
ー
に
よ
る
と
、
一
一
月
一
日
か
ら
三
日
ご
ろ
の
草
稿
に
登
場
す
る
「
た
だ
ち
に
利
用
で
き
る
軍
（m

ilitary forces im
m
ediately 

available

）」
と
は
主
に
英
仏
軍
の
こ
と
だ
っ
）
94
（
た
。
英
仏
軍
は
既
に
現
地
に
展
開
し
て
い
る
た
め
だ
。「
た
だ
ち
に
利
用
で
き
る
軍
」
と
い

う
文
言
の
加
除
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
英
仏
軍
の
「
国
連
軍
」
へ
の
参
加
を
認
め
る
か
否
か
の
議
論
で
あ
っ
た
。

　
一
一
時
ご
ろ
、
閣
議
の
最
中
に
国
務
省
か
ら
の
返
事
が
届
く
。
国
務
省
は
乗
り
気
で
は
な
く
、
特
に
「
た
だ
ち
に
利
用
で
き
る
軍
」
と

い
う
語
に
難
色
を
示
し
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
修
正
案
を
ア
メ
リ
カ
に
送
り
返
）
95
（
す
。
一
一
時
半
ご
ろ
、
ヒ
ー
ニ
ー
駐
米
大
使
は
、
外

務
次
官
の
レ
ジ
ェ
（Jules Léger

）
か
ら
内
閣
が
国
連
の
警
察
行
動
を
承
認
し
た
と
の
電
話
を
受
け
）
96
（

る
。
こ
の
時
閣
議
で
承
認
さ
れ
た
案
は
、

二
段
階
の
ス
テ
ッ
プ
を
想
定
し
て
い
た
。
ま
ず
、「
た
だ
ち
に
利
用
可
能
な
部
隊
」
が
警
察
行
動
を
行
う
。
こ
の
部
隊
は
英
仏
軍
の
み
で

は
構
成
し
な
い
。
そ
の
後
、
改
め
て
組
織
し
た
「
国
連
軍
」
と
交
代
す
る
案
）
97
（

だ
。
こ
の
時
点
で
の
草
稿
を
以
下
に
英
語
で
全
文
を
示
）
98
（

す
。

The U
nited N

ations G
eneral Assem

bly bearing in m
ind the urgent necessity of im

plem
enting Resolution N

o. ____ of N
ovem

ber 2;

RECO
M
M
EN
D
S that a Com

m
ittee of Five M

em
bers of the Assem

bly be appointed to subm
it to it w

ithin forty-eight hours a plan 

for the setting up in the M
iddle East of an em

ergency international U
nited N

ations police force recruited from
 national m

ilitary 
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forces im
m
ediately available and adequate in num

ber to carry out the purposes of Resolution N
o.

　
実
際
に
提
出
・
採
択
さ
れ
た
決
議
は
以
下
の
通
り
だ
。

The G
eneral Assem

bly, 

Bearing in m
ind the urgent necessity of facilitating com

pliance w
ith its resolution 997 （ES-I

） of 2 N
ovem

ber 1956, 

Requests, as a m
atter of priority, the Secretary-G

eneral to subm
it to it w

ithin forty-eight hours a plan for the setting up, w
ith the 

consent of the nations concerned, of an em
ergency international U

nited N
ations Force to secure and supervise the cessation of 

hostilities in accordance w
ith all the term

s of the aforem
entioned resolution.

　「
関
係
国
の
同
意
を
得
て
（w

ith the consent of the nations concerned

）」
の
語
が
増
え
て
い
る
一
方
で
、「
た
だ
ち
に
利
用
可
能
な

軍
」
の
活
用
（recruited from
 national m

ilitary forces im
m
ediately available

）
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
連
緊
急
軍
の
設
立
を

求
め
る
相
手
が
五
人
委
員
会
（Com

m
ittee of Five

）
か
ら
国
連
事
務
総
長
に
変
わ
っ
て
い
る
。
五
人
委
員
会
は
「
国
連
軍
」
の
設
立
を

検
討
・
報
告
す
る
た
め
に
ピ
ア
ソ
ン
が
設
立
し
よ
う
と
し
た
組
織
）
99
（
だ
。

　
こ
れ
ら
の
変
更
点
は
、
以
下
に
詳
述
す
る
ア
メ
リ
カ
と
の
や
り
取
り
で
修
正
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　
三
日
の
夕
方
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
米
加
の
代
表
間
で
議
論
が
行
わ
れ
た
。
参
加
者
は
ヒ
ー
ニ
ー
駐
米
大
使
、
マ
ー
フ
ィ
ー
（Robert 

D
aniel M

urphy

）
米
政
務
担
当
国
務
次
官
補
、
エ
ル
ブ
リ
ッ
ク
（Charles Burke Elbrick

）
米
欧
州
担
当
国
務
次
官
補
、
フ
レ
ー
ガ
ー

（H
erm
an Phleger

）
米
国
務
省
法
律
顧
問
ら
だ
っ
）
100
（

た
。
ヒ
ー
ニ
ー
は
一
七
時
半
ご
ろ
か
ら
一
九
時
ご
ろ
ま
で
国
務
省
で
議
論
し
）
101
（

た
。
マ
ー

フ
ィ
ー
た
ち
は
カ
ナ
ダ
の
案
に
多
大
な
関
心
を
示
し
、
修
正
を
提
案
し
た
。「
た
だ
ち
に
利
用
可
能
な
軍
」
を
活
用
す
る
と
の
文
言
を
消
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す
、
委
員
会
に
つ
い
て
触
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
も
の
だ
っ
）
102
（
た
。
さ
ら
に
、「
関
係
国
の
同
意
を
得
て
」
と
い
う
語
を
追
加
す

る
）
103
（

。
こ
れ
ら
の
修
正
が
反
映
さ
れ
た
新
た
な
テ
キ
ス
ト
が
、
ロ
ッ
ジ
（H

enry Cabot Lodge

）
米
国
連
大
使
を
経
て
、
再
び
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
に
来
た
ピ
ア
ソ
ン
の
手
に
渡
る
。

　
ヒ
ー
ニ
ー
は
国
務
省
か
ら
戻
る
と
、
レ
ジ
ェ
外
務
次
官
に
電
話
を
し
た
。
レ
ジ
ェ
か
ら
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
カ
ナ
ダ
の
決
議
案
を
概
ね

受
け
入
れ
る
こ
と
や
、
四
日
ま
で
は
上
陸
を
行
わ
な
い
こ
と
が
ヒ
ー
ニ
ー
に
伝
え
ら
れ
）
104
（

た
。
こ
の
重
要
な
情
報
を
伝
え
る
べ
く
、
ヒ
ー

ニ
ー
は
エ
ル
ブ
リ
ッ
ク
に
電
話
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
の
修
正
要
求
は
、
末
尾
の 

“to carry out the purpose of resolution 

N
o._

”を
削
除
し
て
、
代
わ
り
に 

“to procure a cessation of hostilities betw
een Egypt and Israel pending a general settlem

ent 

of all outstanding problem
s in the area to be guaranteed by the U

N

” を
追
加
す
る
こ
と
だ
っ
）
105
（
た
。

　
ピ
ア
ソ
ン
は
、
二
〇
時
か
ら
の
国
連
総
会
に
合
わ
せ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
到
着
し
）
106
（
た
。
総
会
が
開
か
れ
る
直
前
、
ピ
ア
ソ
ン
と
ロ
ッ
ジ

が
決
議
案
の
文
言
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
決
議
案
の
提
出
に
合
意
し
）
107
（
た
。
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
修
正
要
求
は
反
映
し
な
い
こ
と
も
決
め
た
。

ピ
ア
ソ
ン
は
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
と
も
議
論
し
た
。
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
個
人
と
し
て
は
決
議
案
に
肯
定
的
で
あ
る
も
の
の
、
当
事
国
が

「
国
連
軍
」
を
受
け
入
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
と
悲
観
的
な
見
方
を
示
）
108
（
す
。

　
国
連
本
部
内
で
は
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
代
表
の
部
屋
は
隣
り
合
っ
て
い
た
が
、
互
い
に
や
り
取
り
を
し
よ
う
と
せ
ず
、
カ
ナ
ダ
の

外
交
官
が
両
者
の
間
を
行
き
来
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
外
交
官
は
、
大
統
領
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
と
の
接
触
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た

と
い
）
109
（

う
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
（Pierson D

ixon

）
英
国
連
大
使
は
、
決
議
案
の
テ
キ
ス
ト
を
見
て
、
ロ
ン
ド
ン
で
議
論
さ
れ
て
き
た
「
た
だ
ち

に
利
用
で
き
る
軍
」
の
語
が
入
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
）
110
（

た
。
カ
ナ
ダ
の
外
交
官
た
ち
は
「
今
は
こ
う
な
っ
た
」「
決
議
案
に
は
棄
権
し
て

ほ
し
い
」
と
返
し
）
111
（
た
。
デ
ィ
ク
ソ
ン
は
反
対
票
を
投
じ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
）
112
（
た
。

　
カ
ナ
ダ
が
決
議
案
を
出
す
こ
と
が
予
期
さ
れ
て
い
た
た
め
、
決
議
案
の
テ
キ
ス
ト
は
す
ぐ
に
各
国
に
広
ま
っ
た
。
国
連
総
会
で
演
説
す

る
予
定
の
者
が
多
く
い
た
た
め
、
そ
の
間
に
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
と
数
時
間
に
及
ぶ
交
渉
を
行
っ
た
。
特
に
重
要
だ
っ
た
論
点
が
、
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ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
を
中
心
と
し
た
一
九
か
国
が
提
案
し
た
決
議
案
を
、
ピ
ア
ソ
ン
ら
カ
ナ
ダ
代
表
団
が
支
持
す
る
か
、
と
い
う
問

題
だ
。
一
九
か
国
提
案
は
ピ
ア
ソ
ン
か
ら
す
る
と
非
現
実
的
な
内
容
で
あ
り
、
賛
成
票
を
投
じ
る
こ
と
に
当
初
は
懐
疑
的
だ
っ
）
113
（

た
。
一
方

で
、
な
る
べ
く
多
く
の
票
を
集
め
る
必
要
も
あ
っ
た
。
主
に
イ
ン
ド
代
表
と
交
渉
を
行
い
、
最
終
的
に
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
か
ら

の
支
持
を
強
固
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
相
互
に
賛
成
票
を
投
じ
る
こ
と
と
な
っ
）
114
（
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
演
説
の
中
で
、
カ
ナ
ダ
案
と
一
九
か

国
提
案
は
相
互
補
完
的
な
も
の
で
あ
る
と
支
持
を
表
明
し
）
115
（

た
。

　
一
一
月
三
日
の
夜
、
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
依
然
と
し
て
「
国
連
軍
」
の
設
立
に
は
悲
観
的
だ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら

「
国
連
軍
」
が
設
立
さ
れ
る
な
ら
五
日
ま
で
は
上
陸
作
戦
を
行
わ
な
い
と
の
通
達
が
届
く
。
ほ
か
に
も
、
イ
ン
ド
代
表
を
経
由
し
て
ナ
セ

ル
か
ら
、
北
米
・
北
欧
諸
国
の
部
隊
を
停
戦
監
視
団
と
し
て
受
け
入
れ
る
旨
の
連
絡
が
届
）
116
（
く
。

　
カ
ナ
ダ
に
よ
る
決
議
案
よ
り
も
前
に
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
決
議
案
が
二
本
と
、
一
九
か
国
に
よ
る
決
議
案
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
議
論

や
投
票
の
順
を
待
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ロ
ッ
ジ
米
国
連
大
使
は
カ
ナ
ダ
の
決
議
案
を
好
ま
し
く
思
っ
て
い
る
と
全
面
的
な
支
持
を

表
明
し
た
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
の
決
議
案
は
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
今
夜
す
ぐ
に
採
択
す
る
必
要
は
な
く
、
カ

ナ
ダ
の
決
議
案
を
優
先
す
べ
き
と
主
張
し
）
117
（
た
。
ま
た
、
イ
ン
ド
代
表
の
ラ
ル
（Arthur Lall

）
も
一
九
か
国
提
案
よ
り
先
に
カ
ナ
ダ
案
の

採
決
を
行
う
こ
と
に
同
意
し
）
118
（

た
。
四
日
午
前
二
時
頃
、
カ
ナ
ダ
に
よ
る
決
議
案
が
国
連
総
会
に
お
け
る
第
九
九
八
号
決
議
と
し
て
採
択
さ

れ
、
国
連
緊
急
軍
の
設
立
が
決
ま
っ
た
。
直
後
に
一
九
か
国
提
案
も
第
九
九
九
号
決
議
と
し
て
採
択
さ
れ
た
。

㈡
　
国
連
緊
急
軍
の
計
画
の
策
定

　
ピ
ア
ソ
ン
が
提
出
し
て
、
総
会
で
採
択
さ
れ
た
第
九
九
八
号
決
議
は
、
国
連
事
務
総
長
に
対
し
て
「
国
連
軍
」
の
設
立
計
画
書
を
四
八

時
間
以
内
に
総
会
に
提
出
す
る
よ
う
に
求
め
る
内
容
だ
っ
た
。
以
降
は
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
国
連
事
務
総
長
が
議
論
を
取
り
ま
と
め
る
。
ピ

ア
ソ
ン
も
決
議
案
の
提
案
者
・
提
出
者
と
し
て
、
国
連
緊
急
軍
の
計
画
の
策
定
に
も
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く
。
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四
日
一
一
時
に
は
、
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
の
要
請
で
カ
ナ
ダ
代
表
の
ピ
ア
ソ
ン
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
代
表
、
イ
ン
ド
代
表
の
ラ
ル
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
代
表
の
エ
ン
ゲ
ン
（H

ans Engen

）
が
集
ま
）
119
（

る
。
議
題
は
国
連
緊
急
軍
の
具
体
的
な
性
質
や
、
参
加
国
に
つ
い
て
だ
っ
た
。
ハ

マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
、
司
令
官
に
国
連
休
戦
監
視
機
構
の
バ
ー
ン
ズ
参
謀
長
が
適
任
と
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
が
決
議
を
拒
否
し
な
い
こ

と
に
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
希
望
を
見
い
だ
し
た
よ
う
だ
っ
）
120
（
た
。

　
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
ピ
ア
ソ
ン
が
取
り
上
げ
た
の
は
、
①
国
連
緊
急
軍
の
目
的
に
つ
い
て
、
②
英
仏
軍
の
参
加
に
つ
い
て
、
③
政
治
的
解

決
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
④
カ
ナ
ダ
政
府
の
方
針
に
つ
い
て
　
の
四
点
だ
っ
た
。
一
点
目
の
国
連
緊
急
軍
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
英
仏

軍
の
上
陸
を
遅
ら
せ
る
か
諦
め
さ
せ
る
こ
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
占
領
地
域
に
居
座
る
の
を
阻
止
す
る
こ
と
の
二
つ
が
あ
る
と
し
た
。
二

点
目
に
つ
い
て
、
カ
ナ
ダ
政
府
と
し
て
は
英
仏
軍
が
国
連
緊
急
軍
に
参
加
し
て
も
良
い
と
述
べ
た
。
た
だ
し
、
難
し
い
政
治
的
問
題
を
引

き
起
こ
す
の
も
明
ら
か
な
た
め
、
他
の
案
を
模
索
す
る
ほ
う
が
良
い
と
も
主
張
し
た
。
三
点
目
の
政
治
的
解
決
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、

部
隊
を
派
遣
す
る
以
上
問
題
の
解
決
と
い
う
成
果
が
あ
る
こ
と
が
国
内
の
説
得
に
も
重
要
と
し
た
。
四
点
目
の
カ
ナ
ダ
政
府
の
方
針
に
つ

い
て
は
、
カ
ナ
ダ
政
府
が
国
連
緊
急
軍
に
賛
成
し
て
お
り
欧
州
の
カ
ナ
ダ
軍
を
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
、
常
任
理
事
国
は
参
加
す
べ
き
で

な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
）
121
（
た
。

　
イ
ン
ド
代
表
の
ラ
ル
は
、
英
仏
軍
の
国
連
緊
急
軍
へ
の
参
加
を
強
く
拒
絶
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
参
加
に
は
反
対
し
な
い
が
、
西
側
と
し

て
の
色
彩
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
た
。

　
そ
の
後
、
議
題
は
ど
の
国
か
ら
部
隊
を
派
遣
す
る
か
と
い
う
点
に
移
っ
た
。
特
に
有
望
な
国
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ン
ド
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ア
メ
リ
カ
が
挙
げ
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
参
加
す
る
と
、
ソ
連
も
参
加
を
求
め
る
懸
念
が
提
示
さ
れ
た
。

　
こ
の
議
論
を
受
け
て
、
一
一
月
四
日
夜
に
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
国
連
事
務
総
長
は
第
一
次
報
告
書
を
決
議
案
と
し
て
総
会
に
提
出
す
る
。

カ
ナ
ダ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
共
同
提
案
国
と
し
て
名
を
連
ね
、
五
日
に
第
一
〇
〇
〇
号
決
議
と
し
て
採
択
さ
れ
る
。
内
容
は
、

国
連
事
務
総
長
が
指
揮
権
を
持
つ
こ
と
、
国
連
司
令
部
の
設
置
、
バ
ー
ン
ズ
の
司
令
官
へ
の
任
命
、
安
保
理
常
任
理
事
国
の
排
除
な
ど
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だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
方
針
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
原
則
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
常
任
理
事
国
が
排
除
さ
れ
た
の
は
、
英
仏
軍
の
参
加
を
認
め

な
い
と
共
に
、
ソ
連
の
介
入
を
防
ぐ
た
め
だ
っ
）
122
（

た
。
英
仏
軍
が
国
連
緊
急
軍
に
参
加
す
れ
ば
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
協
力
を
得
ら
れ

ず
、
ソ
連
が
参
加
す
れ
ば
ア
メ
リ
カ
の
協
力
を
得
ら
れ
な
い
と
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
考
え
）
123
（
た
。

　
四
日
夜
の
総
会
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
代
表
が
一
九
か
国
提
案
に
よ
る
第
九
九
九
号
決
議
と
、
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
に
よ
る
第
一
次
報
告
書
を

支
持
す
る
旨
の
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
が
、
カ
ナ
ダ
提
出
の
国
連
緊
急
軍
の
設
立
を
求
め
る
第
九
九
八
号
決
議
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
）
124
（

た
。

ま
た
、
こ
の
時
点
で
は
、
英
仏
は
国
連
緊
急
軍
の
設
立
に
反
対
し
な
い
も
の
の
、
停
戦
に
も
合
意
し
て
い
な
か
っ
た
。
五
日
に
は
、
英
仏

軍
が
ス
エ
ズ
運
河
の
地
中
海
側
の
入
り
口
で
あ
る
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
に
落
下
傘
部
隊
を
降
下
さ
せ
た
こ
と
か
ら
、
英
仏
へ
の
批
判
が
ま
す
ま

す
強
ま
っ
て
い
く
。

　
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
た
だ
ち
に
第
二
次
報
告
書
の
作
成
に
取
り
掛
か
る
。
こ
の
第
二
次
報
告
書
は
六
日
に
総
会
に
提
出
さ
れ
、
七
日
に

第
一
〇
〇
一
号
決
議
と
し
て
採
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
、
五
日
の
昼
食
に
ピ
ア
ソ
ン
、
コ
ー
デ
ィ
エ
、
バ
ン
チ
、

エ
ン
ゲ
ン
を
呼
び
、
第
二
次
報
告
書
で
明
記
す
べ
き
、
国
連
緊
急
軍
の
原
則
や
目
的
、
国
連
と
の
関
係
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
）
125
（

た
。
エ
ン

ゲ
ン
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
議
会
で
国
連
緊
急
軍
へ
の
歩
兵
一
個
中
隊
の
派
遣
が
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
）
126
（
た
。
他
に
も
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
や
パ
キ
ス
タ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
な
ど
が
部
隊
の
提
供
を
申
し
出
て
い
）
127
（

た
。

　
こ
れ
ら
の
経
緯
を
報
告
し
た
電
報
で
、
ピ
ア
ソ
ン
は
、
も
し
国
連
緊
急
軍
を
速
や
か
か
つ
効
果
的
に
活
用
で
き
た
ら
、「
我
々
は
現
状

の
苦
境
か
ら
脱
す
る
道
を
見
つ
け
た
り
、
国
連
を
破
滅
的
な
挫
折
か
ら
救
っ
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
総
会
の
行
動
を
通
し
て
集
団
安
全

保
障
の
全
分
野
に
お
け
る
国
連
の
発
展
へ
の
道
を
開
く
」
と
そ
の
意
義
を
語
っ
て
い
）
128
（

る
。

　
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
会
議
の
合
間
に
部
下
に
書
き
と
ら
せ
た
メ
モ
を
ピ
ア
ソ
ン
や
コ
ー
デ
ィ
エ
に
見
せ
て
検
討
し
）
129
（
た
。
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル

ド
は
安
保
理
の
会
議
を
終
え
て
か
ら
、
五
日
の
夜
に
草
稿
を
書
き
上
げ
、
バ
ン
チ
と
ピ
ア
ソ
ン
に
見
せ
）
130
（

た
。
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
、
バ
ン
チ
、

ピ
ア
ソ
ン
、
ホ
ー
ム
ズ
が
報
告
書
の
作
成
に
か
か
わ
り
、
六
日
の
午
前
二
時
に
第
二
次
報
告
書
が
完
成
し
）
131
（
た
。
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第
二
次
報
告
書
で
は
、
司
令
官
が
特
定
の
国
の
政
策
か
ら
独
立
し
た
権
限
を
持
つ
こ
と
や
、
安
保
理
常
任
理
事
国
以
外
の
国
連
加
盟
国

か
ら
部
隊
を
募
集
す
る
こ
と
、
国
連
緊
急
軍
の
権
限
は
敵
対
行
為
の
停
止
を
確
保
・
監
視
す
る
こ
と
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
同
意
を
得
て
エ

ジ
プ
ト
領
内
に
入
る
こ
と
、
部
隊
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
た
。

　
夜
の
間
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
報
告
書
を
受
け
入
れ
る
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
ピ
ア
ソ
ン
は
考
え
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
安
保

理
が
終
了
し
た
後
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
英
国
連
大
使
と
話
を
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
困
難
か
ら
脱
す
る
た
め
に
報
告
書
の
受
諾
が
重
要
で
あ

る
と
伝
え
）
132
（
た
。

　
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
と
イ
ー
デ
ン
の
間
で
も
書
簡
が
行
き
交
っ
た
。
五
日
一
七
時
半
に
内
閣
の
承
認
を
得
た
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
の
書
簡
で
は
、

英
仏
の
行
動
が
西
側
や
英
連
邦
の
結
束
に
悪
影
響
を
与
え
て
お
り
、
せ
め
て
最
低
限
の
損
害
で
済
む
よ
う
に
す
べ
き
と
の
見
解
が
示
さ
れ

た
）
133
（

。
イ
ー
デ
ン
か
ら
の
返
事
が
同
日
二
一
時
過
ぎ
に
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
の
元
に
届
く
。「
可
能
な
限
り
早
く
我
々
の
作
戦
を
停
止
し
、
国
連

軍
に
責
任
を
譲
渡
す
る
用
意
が
あ
る
」
と
停
戦
へ
の
合
意
を
示
唆
し
た
も
の
だ
っ
）
134
（
た
。

　
翌
六
日
に
、
英
仏
軍
が
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
へ
の
上
陸
を
敢
行
し
、
ス
エ
ズ
運
河
沿
い
に
南
下
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
一
方
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ

標
準
時
一
二
時
半
（
米
東
部
時
間
で
は
朝
七
時
半
）
に
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
駐
英
高
等
弁
務
官
は
首
相
の
オ
フ
ィ
ス
に
呼
び
出
さ
れ
、
英
仏
両
政

府
が
停
戦
に
合
意
す
る
用
意
が
あ
る
と
国
連
事
務
総
長
に
連
絡
す
る
こ
と
を
決
め
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
）
135
（

る
。

　
同
日
、
エ
ジ
プ
ト
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
両
政
府
が
国
連
総
会
の
停
戦
勧
告
を
受
諾
し
た
。
介
入
の
根
拠
を
失
っ
た
英
仏
政
府
は
エ
ジ
プ
ト

と
イ
ス
ラ
エ
ル
が
停
戦
に
合
意
し
、「
国
連
軍
」
が
結
成
さ
れ
る
な
ら
軍
事
行
動
を
停
止
す
る
と
発
表
す
る
。
既
に
エ
ジ
プ
ト
・
イ
ス
ラ

エ
ル
は
停
戦
に
合
意
し
て
お
り
、
国
連
緊
急
軍
も
計
画
策
定
の
段
階
に
入
っ
て
い
た
た
め
、
実
質
的
な
停
戦
の
受
諾
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
六
日
に
停
戦
が
な
さ
れ
、
七
日
に
は
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
に
よ
る
第
二
次
報
告
書
も
総
会
で
採
択
さ
れ
た
。
よ
う
や
く
、

事
態
は
沈
静
化
し
て
い
く
。
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㈢
　
ナ
セ
ル
の
説
得
と
現
地
へ
の
展
開

　
一
一
月
七
日
ま
で
に
は
、
国
連
緊
急
軍
の
基
本
方
針
が
固
ま
る
と
と
も
に
、
全
て
の
当
事
国
が
停
戦
に
合
意
し
た
。
と
は
い
え
、
情
勢

は
安
定
に
は
ま
だ
ほ
ど
遠
か
っ
た
。

　
国
連
緊
急
軍
の
迅
速
な
展
開
の
た
め
、
カ
ナ
ダ
政
府
も
部
隊
の
派
遣
の
準
備
を
進
め
る
。
六
日
に
は
、
キ
ャ
ン
プ
ニ
ー
国
防
相
の
求
め

で
国
連
緊
急
軍
へ
の
具
体
的
な
貢
献
の
仕
方
を
話
し
合
う
会
議
が
開
か
れ
）
136
（

た
。
カ
ナ
ダ
軍
の
参
謀
本
部
長
、
参
謀
長
、
ミ
ラ
ー
（Frank 

Robert M
iller

）
国
防
次
官
、
外
務
次
官
の
レ
ジ
ェ
と
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
（G

eorge Ignatieff

）
ら
が
出
席
し
た
。
カ
ナ
ダ
か
ら
は
一
〇
〇

〇
〜
一
五
〇
〇
人
程
度
の
大
隊
群
を
一
〇
日
か
ら
二
週
間
程
度
で
派
遣
す
る
こ
と
が
決
ま
）
137
（
る
。
ソ
連
の
衛
星
国
が
国
連
緊
急
軍
へ
の
参
加

を
表
明
し
た
こ
と
を
ピ
ア
ソ
ン
が
警
戒
し
、
速
や
か
に
カ
ナ
ダ
軍
を
派
遣
す
べ
き
と
訴
え
た
こ
と
か
ら
こ
の
日
数
が
設
定
さ
れ
）
138
（
た
。
一
二

日
に
は
カ
ナ
ダ
軍
の
参
謀
長
か
ら
命
令
書
が
出
さ
れ
る
。
ク
イ
ー
ン
ズ
・
オ
ウ
ン
・
ラ
イ
フ
ル
連
隊
の
第
一
大
隊
が
派
遣
さ
れ
る
予
定

だ
っ
）
139
（
た
。

　
し
か
し
、
再
び
問
題
が
浮
上
す
る
。
九
日
ご
ろ
か
ら
ナ
セ
ル
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
や
東
南
ア
ジ
ア
条
約
機
構
、
バ
ク
ダ
ッ
ド
条
約
機
構
の
加
盟

国
を
国
連
緊
急
軍
か
ら
除
く
よ
う
訴
え
始
め
た
た
め
）
140
（
だ
。
特
に
カ
ナ
ダ
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
か
ら
忌
避
さ
れ
る
。

　
一
一
日
の
夜
、
エ
ジ
プ
ト
国
連
大
使
の
ロ
ト
フ
ィ
（O

m
ar Loutfi

）
と
ピ
ア
ソ
ン
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
会
談
し
た
。
ロ
ト
フ
ィ
は
エ
ジ

プ
ト
政
府
が
国
連
緊
急
軍
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
は
イ
ギ
リ
ス
と
関
係
が
深
く
、
カ
ナ
ダ
軍
が
形
の
上
で
は
英

女
王
の
指
揮
下
に
あ
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
と
ピ
ア
ソ
ン
に
伝
え
）
141
（

る
。
ピ
ア
ソ
ン
は
こ
の
主
張
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
や
ピ
ア
ソ
ン
を

極
め
て
困
難
な
立
場
に
置
く
も
の
だ
と
強
く
反
発
し
た
。
ま
た
、
カ
ナ
ダ
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
独
立
し
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
、
国
連

緊
急
軍
の
設
立
に
カ
ナ
ダ
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
カ
ナ
ダ
軍
の
制
服
は
イ
ギ
リ
ス
軍
の
そ
れ
に
似
て
い
る
が
、
国
連
の

バ
ッ
ジ
や
特
別
な
白
い
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
身
に
つ
け
る
た
め
問
題
な
い
こ
と
、
カ
ナ
ダ
軍
は
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
国
境
近
く
に
駐
屯
す
る
た
め
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地
元
住
民
と
の
接
触
が
少
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
）
142
（
た
。

　
ロ
ト
フ
ィ
に
会
っ
た
あ
と
、
ピ
ア
ソ
ン
は
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
の
部
屋
を
訪
れ
た
。
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
カ
イ
ロ
に
対
し
強
い
姿
勢
で
臨

む
と
し
）
143
（
た
。
ナ
セ
ル
に
書
簡
を
送
り
、
説
得
を
試
み
た
。
一
二
日
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
軍
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
軍
の
受
け
入
れ
が
認
め
ら
れ
）
144
（
た
。

一
一
月
一
四
日
、
正
式
に
エ
ジ
プ
ト
政
府
が
国
連
緊
急
軍
の
受
け
入
れ
を
決
め
、
翌
一
五
日
に
国
連
緊
急
軍
の
第
一
陣
が
現
地
に
到
着
し

た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
カ
ナ
ダ
軍
の
参
加
は
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　
　
ピ
ア
ソ
ン
も
、
カ
ナ
ダ
軍
が
国
連
緊
急
軍
に
参
加
で
き
る
よ
う
手
を
尽
く
す
。
一
二
日
に
は
ア
メ
リ
カ
の
支
援
を
求
め
る
よ
う
、

ヒ
ー
ニ
ー
駐
米
大
使
に
伝
え
）
145
（

た
。
一
五
日
に
は
、
ピ
ア
ソ
ン
か
ら
駐
印
高
等
弁
務
官
に
対
し
て
、
ネ
ル
ー
（Jaw

aharlal N
ehru

）
を
介
し

て
カ
イ
ロ
を
説
得
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
、
ネ
ル
ー
の
言
葉
で
あ
れ
ば
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
人
々
が
持
っ
て
い
る
疑
念
を
晴
ら

す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
）
146
（
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
駐
印
高
等
弁
務
官
は
た
だ
ち
に
ネ
ル
ー
と
面
会
す
る
。
ネ
ル
ー
は
カ
ナ

ダ
を
国
連
緊
急
軍
に
含
め
る
べ
き
と
の
書
簡
を
ナ
セ
ル
に
既
に
送
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
）
147
（
た
。
そ
れ
で
も
ナ
セ
ル
は
カ
ナ
ダ
軍
を

拒
ん
で
い
た
。

　
一
一
月
一
六
日
に
、
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
が
エ
ジ
プ
ト
へ
到
着
す
る
。
翌
一
七
日
、
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
は
ナ
セ
ル
や
フ
ァ
ウ
チ

（M
ahm
oud Faw

zi

）
外
相
と
徹
底
的
な
議
論
を
行
う
も
、
カ
ナ
ダ
軍
の
受
け
入
れ
は
拒
絶
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
）
148
（
た
。
し
か
し
、
国
連
緊
急
軍

の
司
令
官
で
あ
る
バ
ー
ン
ズ
か
ら
の
提
案
で
事
態
が
前
進
す
る
。
バ
ー
ン
ズ
は
、
管
理
・
供
給
を
担
う
部
隊
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
各
国

の
部
隊
が
到
着
す
る
前
に
現
地
に
司
令
部
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
カ
ナ
ダ
が
そ
の
任
務
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
の
見
方
を
示
）
149
（
す
。
エ
ジ
プ
ト
の
フ
ァ
ウ
チ
外
相
も
受
け
入
れ
可
能
と
の
見
方
を
示
し
、
カ
ナ
ダ
軍
か
ら
は
後
方
支
援
部
隊
の
派
遣

が
決
ま
っ
た
。

　
二
〇
日
の
閣
議
で
、
ま
ず
四
〇
〇
〜
六
〇
〇
人
ほ
ど
で
構
成
さ
れ
る
空
軍
の
中
隊
な
ど
の
派
遣
を
決
定
し
）
150
（
た
。
ま
た
、
同
日
付
の
枢
密

院
令
で
、
管
理
要
員
や
技
術
要
員
、
空
軍
の
輸
送
部
隊
を
、
二
五
〇
〇
人
を
超
え
な
い
範
囲
で
エ
ジ
プ
ト
に
派
遣
す
る
こ
と
が
正
式
に
定
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め
ら
れ
）
151
（
た
。
こ
う
し
て
、
一
一
月
二
一
日
に
は
、
カ
ナ
ダ
の
先
遣
隊
お
よ
そ
三
〇
〇
人
が
ナ
ポ
リ
か
ら
空
路
で
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ブ
ス
エ
ー

ル
に
到
着
し
）
152
（

た
。
カ
ナ
ダ
か
ら
は
、
最
も
多
い
時
で
一
〇
〇
〇
人
ほ
ど
が
国
連
緊
急
軍
に
派
遣
さ
れ
、
全
体
の
六
分
の
一
を
占
め
）
153
（

た
。

　
英
仏
軍
の
撤
退
は
一
二
月
二
二
日
に
完
了
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
一
九
五
七
年
三
月
上
旬
に
よ
う
や
く
撤
退
を
完
了
し
た
。
国
連
緊

急
軍
は
、
エ
ジ
プ
ト
領
内
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
面
す
る
地
域
に
展
開
し
、
休
戦
の
監
視
や
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
た
。
一
九
六
七
年
に
第
三
次

中
東
戦
争
を
前
に
し
て
エ
ジ
プ
ト
政
府
か
ら
撤
退
を
要
求
さ
れ
る
ま
で
、
国
連
緊
急
軍
は
地
域
の
平
和
維
持
に
貢
献
し
た
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
の
目
的
は
ピ
ア
ソ
ン
が
国
連
緊
急
軍
の
設
立
を
推
進
し
た
過
程
を
、
対
米
関
係
の
み
な
ら
ず
、
対
英
関
係
に
も
着
目
し
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
長
期
的
に
は
「
国
連
軍
」
構
想
の
実
現
を
目
指
し
、
短
期
的
に
は
英
米
の
対
立
を
食
い
止
め
る
こ
と

を
目
指
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
国
連
緊
急
軍
の
設
立
を
推
進
し
た
。
国
連
緊
急
軍
の
設
立
過
程
で
鍵
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
対
立
し
て
い

た
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
双
方
か
ら
同
意
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
だ
っ
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
英
米
両
国
と
の
良
好
な
関
係
を
カ
ナ
ダ
外
交

の
基
礎
と
し
て
非
常
に
重
視
し
て
い
た
が
、
対
立
す
る
英
米
両
国
か
ら
同
じ
案
へ
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
だ
っ
た
。

　
実
際
、
ピ
ア
ソ
ン
は
「
国
連
軍
」
構
想
へ
の
英
米
の
同
意
を
か
ろ
う
じ
て
得
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
が
賛
同
し
た
の
は
当
初
の
イ
ギ
リ
ス
寄

り
の
案
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
が
賛
同
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
修
正
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
後
の
案
だ
っ
た
。
英
米
は
同
床
異
夢
だ
っ
た

の
だ
。
こ
の
食
い
違
い
は
、
ピ
ア
ソ
ン
が
当
初
は
イ
ギ
リ
ス
の
事
情
を
汲
み
、
途
中
か
ら
方
針
を
転
換
し
て
ア
メ
リ
カ
と
緊
密
な
連
携
を

取
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
生
じ
た
。
早
い
段
階
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
同
意
を
得
た
こ
と
で
ピ
ア
ソ
ン
は
閣
議
で
反
対
を
受
け
ず
に
、「
国

連
軍
」
構
想
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
同
意
も
得
た
こ
と
で
、
実
現
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
本
稿
で
は
対

英
関
係
に
も
着
目
し
た
こ
と
で
、
ピ
ア
ソ
ン
が
重
心
を
対
英
関
係
か
ら
対
米
関
係
に
移
し
つ
つ
、
英
米
双
方
か
ら
の
同
意
を
辛
く
も
得
て
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国
連
緊
急
軍
の
設
立
の
実
現
に
至
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
で
き
た
。

　
国
連
緊
急
軍
の
設
立
は
、
ピ
ア
ソ
ン
の
「
国
連
軍
」
構
想
の
根
本
的
な
理
念
を
実
践
に
移
し
、
彼
が
推
進
し
て
い
た
多
国
間
主
義
が
そ

の
後
の
カ
ナ
ダ
に
根
付
い
た
点
か
ら
、
ピ
ア
ソ
ン
に
と
っ
て
は
構
想
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
と
評
価
で
き

る
。

　
ピ
ア
ソ
ン
の
「
国
連
軍
」
構
想
は
一
貫
し
て
い
た
部
分
と
、
非
常
に
柔
軟
に
変
化
し
た
部
分
と
が
あ
る
。
一
貫
し
て
い
た
の
は
、
国
連

の
名
の
も
と
に
部
隊
を
結
成
し
、
当
事
者
を
引
き
離
す
こ
と
で
政
治
的
解
決
の
実
現
を
促
進
す
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
部
分
だ
。
国
連

憲
章
に
お
け
る
平
和
的
解
決
と
強
制
執
行
の
間
の
性
質
を
持
つ
と
い
う
国
連
緊
急
軍
の
特
徴
は
一
九
五
六
年
初
頭
に
は
既
に
表
れ
て
い
た
。

一
方
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
か
は
、
数
日
の
う
ち
に
大
き
く
変
容
し
た
。

　
ス
エ
ズ
危
機
を
契
機
と
し
て
カ
ナ
ダ
で
は
多
国
間
主
義
が
確
立
し
た
。
対
英
追
随
主
義
と
カ
ナ
ダ
第
一
主
義
の
争
点
で
あ
っ
た
対
英
関

係
の
重
要
性
が
低
下
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
そ
し
て
、
国
連
緊
急
軍
の
原
則
を
引
き
継
い
だ
Ｐ
Ｋ
Ｏ
へ
の
関
与
を
外
交
の
柱
の
一
つ

と
し
て
重
視
す
る
よ
う
に
な
）
154
（

る
。
ピ
ア
ソ
ン
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
か
ら
訴
え
て
き
た
集
団
安
全
保
障
体
制
の
確
立
や
、
そ
う
し
た
体
制

へ
の
積
極
的
な
関
与
を
カ
ナ
ダ
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
ピ
ア
ソ
ン
は
成
功
し
た
と
い
え
る
。

　
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
る
国
連
緊
急
軍
の
設
立
過
程
か
ら
は
協
議
す
る
相
手
国
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と
移
る
さ
ま
が
如
実
に
見
て
取

れ
る
。
ス
エ
ズ
危
機
の
歴
史
的
意
義
と
し
て
、
中
東
で
最
も
影
響
力
の
あ
る
国
が
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
）
155
（
る
。
ピ
ア
ソ
ン
は
渦
中
に
い
な
が
ら
に
し
て
適
切
に
潮
目
を
読
み
、
柔
軟
に
対
応
し
た
こ
と
も
高
く
評
価
で
き
る
。

　
本
研
究
は
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
帝
国
史
研
究
に
も
新
た
な
視
座
を
与
え
る
。
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
は
帝
国
を
維
持
し
よ
う
と
し

た
試
み
が
結
果
と
し
て
帝
国
の
縮
小
を
導
く
ジ
レ
ン
マ
に
苦
し
ん
だ
。
ス
エ
ズ
危
機
も
そ
う
し
た
事
例
の
一
つ
で
あ
る
。
ス
エ
ズ
運
河
を

取
り
返
そ
う
と
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
が
失
敗
に
終
わ
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
中
東
で
の
影
響
力
を
も
失
っ
）
156
（

た
。
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
、
カ

ナ
ダ
の
視
点
で
見
る
と
本
研
究
に
な
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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本
研
究
の
総
括
と
し
て
、
国
連
緊
急
軍
の
設
立
過
程
に
見
ら
れ
る
ピ
ア
ソ
ン
に
よ
る
外
交
の
特
徴
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。
他
に
あ
り
え

た
選
択
肢
は
、
何
も
し
な
い
、
イ
ギ
リ
ス
を
支
持
す
る
、
イ
ギ
リ
ス
を
批
判
す
る
、
立
場
を
明
確
に
せ
ず
水
面
下
で
働
き
か
け
る
、
の
四

つ
だ
ろ
う
。

　
一
つ
目
の
何
も
し
な
い
と
い
う
方
針
を
ピ
ア
ソ
ン
が
採
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
自
身
の
信
念
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
第
二
に
イ
ギ

リ
ス
を
支
持
す
る
こ
と
は
カ
ナ
ダ
の
国
際
的
地
位
を
損
な
う
と
考
え
た
。
第
三
に
、
イ
ギ
リ
ス
を
批
判
す
る
こ
と
は
当
時
の
カ
ナ
ダ
国
内

の
風
潮
か
ら
難
し
か
っ
た
。
最
後
に
、
水
面
下
で
の
説
得
は
実
際
に
行
っ
た
も
の
の
、
結
局
イ
ギ
リ
ス
の
軍
事
行
動
を
止
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
こ
れ
ら
の
諸
事
情
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
武
力
行
使
を
速
や
か
に
止
め
る
べ
く
、
説
得
よ
り
も
効
果
的
な
方
法
で
、
か
つ
強
硬
で
な
い

手
段
を
ピ
ア
ソ
ン
は
求
め
た
。
そ
こ
で
浮
上
し
た
の
が
、
ピ
ア
ソ
ン
が
温
め
て
い
た
「
国
連
軍
」
構
想
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
リ
ス
ク
も
あ
っ
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
へ
の
批
判
を
避
け
た
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
を
支
持
し
な
か
っ
た
こ
と
で
カ
ナ
ダ

国
内
で
彼
自
身
が
批
判
さ
れ
た
。
翌
年
の
総
選
挙
で
は
二
〇
年
以
上
ぶ
り
に
自
由
党
が
敗
北
し
た
。
こ
う
し
た
リ
ス
ク
は
あ
る
程
度
予
期

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
ピ
ア
ソ
ン
が
「
国
連
軍
」
構
想
の
実
現
に
邁
進
し
、
し
か
も
協
力
相
手
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
変
え
た

背
景
に
は
、
以
下
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
自
ら
総
会
に
赴
き
、
第
三
世
界
諸
国
か
ら
の
英
仏
へ
の
批
判
の
激
し
さ
を
目
の
当
た

り
に
し
た
こ
と
だ
。
国
内
外
の
風
潮
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
大
き
く
、
双
方
の
両
立
は
困
難
だ
っ
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
閣
議
さ
え
通
せ
れ
ば
構
想
を

実
現
で
き
る
立
場
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
い
。
外
交
政
策
を
一
任
さ
れ
、
議
会
で
は
与
党
が
優
越
し
て
い
た
。
閣
議
で
は
、
国
連
緊
急
軍
の

設
立
は
反
対
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ピ
ア
ソ
ン
は
英
仏
へ
の
批
判
が
過
激
化
す
る
前
に
手
を
打
つ
べ
き
と
の
方
針
か
ら
、
対
英

配
慮
の
観
点
か
ら
も
構
想
の
頓
挫
を
避
け
る
こ
と
を
重
視
し
た
。
何
よ
り
、
長
年
の
構
想
を
実
現
す
る
絶
好
の
機
会
が
到
来
し
た
こ
と
も

彼
の
決
断
を
後
押
し
し
た
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
と
の
連
携
は
、
一
一
月
三
日
午
後
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
提
案
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。

ピ
ア
ソ
ン
は
構
想
を
実
現
す
る
と
い
う
強
い
信
念
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
の
場
そ
の
場
で
の
実
現
可
能
性
を
随
時
計
算
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
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国
連
緊
急
軍
の
設
立
過
程
か
ら
は
、
カ
ナ
ダ
の
よ
う
な
大
国
で
な
い
国
が
、
大
国
の
間
に
立
ち
、
ち
ょ
う
つ
が
い
と
な
る
こ
と
の
可
能

性
と
限
界
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ス
エ
ズ
危
機
に
お
け
る
ピ
ア
ソ
ン
の
よ
う
に
、
大
国
を
説
得
で
き
れ
ば
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
実
現
で
き
る
。
特
に
立
場
の
異
な
る
大
国
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
は
、
他
の
諸
国
を
呼
び
込
む
こ
と
も
容
易
だ
。

　
一
方
、
限
界
も
あ
る
。
常
に
意
図
し
た
よ
う
な
方
向
へ
大
国
を
動
か
せ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ピ
ア
ソ
ン
自
身
、
構
想
が
頓
挫
し
た
り
、

イ
ギ
リ
ス
の
武
力
行
使
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
た
。
国
連
緊
急
軍
は
実
現
に
至
っ
た
が
、
英
米
の
同
床
異
夢
と
い
う
ア
ク
ロ
バ

テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
が
あ
る
。

　
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ナ
ダ
は
北
米
国
家
と
し
て
の
運
命
と
英
連
邦
の
一
員
と
し
て
の
運
命
の
間
に
立
た
さ
れ
た
。

マ
レ
ー
は
、
ピ
ア
ソ
ン
を
「
も
っ
と
も
効
果
的
な
即
興
演
奏
家
」
と
評
し
）
157
（
た
。
窮
地
を
切
り
抜
け
よ
う
と
し
て
行
っ
た
国
連
緊
急
軍
の
設

立
が
、
そ
の
後
の
カ
ナ
ダ
外
交
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
評
は
的
を
射
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
1
）  

国
連
緊
急
特
別
総
会
は
一
九
五
〇
年
に
採
択
さ
れ
た
「
平
和
の
た
め
の
結
集
」
決
議
で
提
唱
さ
れ
た
。
平
和
に
対
す
る
脅
威
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
安
保
理
が
機
能
不
全
に
陥
っ
た
場
合
、
総
会
が
安
保
理
に
代
わ
っ
て
行
動
で
き
る
。
香
西
茂
、『
国
連
の
平
和
維
持
活
動
』、（
有
斐
閣
、

一
九
九
一
年
）、
二
九
頁
。

（
2
）  Robert Bothw
ell, Ian D

rum
m
ond and John English 

（eds.

）, Canada since 1945: Power, Politics and Provincialism
, Revised 

edition, （U
niversity of Toronto Press, 1989

）, p. 118. 

（
3
）  Robert Bothw

ell, 

“Foreign A
ffairs a H

undred Years on
” in Robert Bothw

ell and Jean D
audelin 

（eds.

）, Canada A
m
ong  

N
ations 2008, 

（M
cG
ill-Q
ueen

’s U
niversity Press, 2009

）, p. 19.  
公
刊
史
料
集
を
編
纂
し
た
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
（H

ector M
ackenzie

）
は
、

外
交
官
と
し
て
の
二
〇
年
間
の
経
験
が
外
務
省
で
の
ピ
ア
ソ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
に
つ
な
が
っ
た
と
し
て
い
る
。D

ocum
ents on  

Canadian External Relations ﹇hereafter cited as D
CER

﹈, Vol. 15 1949 , p. xv. 

九
年
間
と
い
う
在
任
期
間
は
専
任
外
相
と
し
て
は
現
在

ま
で
最
長
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
大
き
な
裁
量
を
握
っ
て
い
た
。G

erald W
right, 

“Managers, Innovators and D
iplom

ats: Canada

’s Foreign 
M
inisters

”, in Bothw
ell and D

audelin （eds.

）. Canada A
m
ong N

ations 2008, p. 64. 

一
九
四
九
年
五
月
六
日
に
投
開
票
が
行
わ
れ
た
連
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邦
下
院
の
総
選
挙
の
結
果
、
全
二
六
二
議
席
の
う
ち
、
一
九
三
議
席
を
自
由
党
が
獲
得
し
た
。
結
果
、
強
力
な
政
府
が
誕
生
す
る
。Bothw

ell et 
al. （eds.

）, Canada since 1945, p. 117.
（
4
）  

一
九
〇
八
年
の
外
務
省
発
足
以
来
、
首
相
が
外
相
を
兼
任
し
て
い
た
。

（
5
）  Lester Bow

les Pearson, M
ike: The M

em
oirs of the Rt. H

on. Lester B. Pearson, volum
e one: 1897 -1948, w

ith a forew
ord by 

the Rt. H
on. Jean Chretien, （Toronto: U

niversity of Toronto Press, 2015

）, p. 4.

（
6
）  Robert Bothw

ell, Lester Pearson: H
is Life and W

orld, （M
cG
raw
-H
ill Ryerson, 1978

）, p. 13.

（
7
）  

当
時
の
首
相
は
外
務
省
の
拡
充
を
進
め
て
い
た
。Gerald W
right 

“Managers, Innovators and D
iplom

ats: Canada

’s Foreign M
inis-

ters

”, in Bothw
ell and D

audelin （eds.

）, Canada A
m
ong N

ations 2008, p. 44.

（
8
）  Robert Bothw

ell, 

“Lester B. Pearson

”. The C
anadian Encyclopedia, 10 February 2021, H

istorica C
anada. w

w
w.

thecanadianencyclopedia.ca/en/article/lester-bow
les-pearson. Accessed 14 February 2023.

（
9
）  

本
稿
で
「
国
連
軍
」
と
は
、
複
数
の
国
連
加
盟
国
か
ら
部
隊
を
提
供
さ
れ
て
、
国
連
の
名
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
部
隊
を
指
す
。
国
連
憲
章
第

七
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
強
制
執
行
の
担
い
手
で
あ
る
国
連
軍
と
は
異
な
る
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
に
用
い
ら
れ
た
「
国
際
警
察
軍 （International 

Police Force

）」「
国
際
軍 （International Force

）」
と
い
っ
た
語
も
「
国
連
軍
」
に
含
め
る
。

（
10
）  

一
九
四
二
年
ま
で
は
保
守
党
（Conservative Party

）、
一
九
四
二
年
以
降
は
進
歩
保
守
党
（Progressive Conservative Party

）
と
名

乗
っ
た
。

（
11
）  D

on M
unton and Tom

 Keating, 

“Internationalism
 and the Canadian Public

”, Canadian Journal of Political Science, 2001 
Sep, Vol. 34, N

o. 3, pp. 517 -518. 

（
12
）  Kim

 Richard N
ossal, Stéphane Roussel and Stéphane Paquin, The Politics of Canadian Foreign Policy, Fourth Edition,  

（M
cG
ill-Q
ueen

’s U
niversity Press, 2015

） , p. 151.

（
13
）  Ibid., p. 146.

（
14
）  

デ
ィ
ー
フ
ェ
ン
ベ
ー
カ
ー
（John G

eorge D
iefenbaker

）
は
、
サ
ン
ロ
ー
ラ
ン
期
に
は
進
歩
保
守
党
で
外
交
分
野
の
広
報
官
を
務
め
て
い
た
。

（
15
）  

吉
田
健
正
、『
国
連
平
和
維
持
活
動
　
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
・
カ
ナ
ダ
の
国
際
貢
献
』、（
彩
流
社
、
一
九
九
四
年
）、
三
七
頁
。
石
塚
勝
美
、『
国
連

Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
国
際
政
治
　
理
論
と
実
践
』、（
創
成
社
、
二
〇
一
一
年
）、
一
一
八
頁
。N

ossal et al., The Politics of Canadian Foreign Policy, 
p. 64.
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（
16
）  

上
下
巻
で
構
成
さ
れ
る
。John English, Shadow of H

eaven: The Life of Lester Pearson. Vol. I. 1897 -1948, 

（Lester &
 O
rpen 

D
ennys, 1989

）, John English, W
orldly Years: The Life of Lester Pearson. Vol. II. 1949 -1972, （Alfred A. Knopf Canada, 1992

）.
（
17
）  Antony Anderson, The D

iplom
at: Lester Pearson and Suez Crisis, （G

oose Lane Editions, 2015

）. 
（
18
）  Terence Robertson, Crisis: The Inside Story of the Suez Conspiracy, （H

utchinson, 1965

）. 
（
19
）  
吉
田
、『
国
連
平
和
維
持
活
動
』。

（
20
）  Robertson, Crisis, p. 202. English, W

orldly Years, pp. 135 -136. Anderson, The D
iplom

at, pp. 292 -293.

吉
田
、『
国
連
平
和
維
持

活
動
』、
一
九
〜
二
〇
頁
。
櫻
田
大
造
、『
カ
ナ
ダ
外
交
政
策
論
の
研
究
　
ト
ル
ド
ー
期
を
中
心
に
』、（
彩
流
社
、
一
九
九
九
年
）、
六
〇
頁
。
小

川
浩
之
、「
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
関
係
と
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
成
立
と
変
容

―
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
・
カ
シ
ミ
ー
ル
か
ら
コ
ソ
ボ
・
東
テ
ィ
モ
ー
ル

ま
で
―
」、
軍
事
史
学
会
、『
軍
事
史
学
』、
第
四
二
巻
、
第
三
‐
四
号
合
併
号
、（
錦
正
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
六
二
頁
。 M

ackenzie, 

“Canada

’

s N
ationalist Internationalism

: From
 the League of N

ations to the U
nited N

ations

”, in H
illm
er and Chapnick （eds.

）, Canadas 
of the M

ind, p. 104. Robert Bothw
ell, 

“The Canadian Isolationist Tradition

”, in International Journal, W
inter, 1998/1999, Vol. 

54, N
o. 1. p. 83.

（
21
）  Robertson, Crisis, pp. 213 -214. English, W

orldly Years, pp. 138 -140. Anderson, The D
iplom

at, p. 336. M
ichael G

 Fry, The 
Suez Crisis, 1956, Pew

 Charitable Trusts, 

（distributed by the Institute for the Study of D
iplom

acy, School of Foreign Service, 
G
eorgetow

n U
niversity, 1992

）, p. 19.  
小
川
浩
之
、「
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
関
係
と
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
成
立
と
変
容
」、
六
二
頁
。
石
塚
、

『
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
国
際
政
治
』、
七
一
頁
。

（
22
）  

細
谷
雄
一
、『
外
交
に
よ
る
平
和
』、（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
八
三
頁
。D

iane B. Kunz, The Econom
ic D
iplom

acy of the Suez 
Crisis, （The U

niversity of N
orth Carolina Press, 1991

）, p. 193.

（
23
）  

イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
エ
ジ
プ
ト
に
攻
撃
を
開
始
し
た
の
が
一
〇
月
二
九
日
だ
っ
た
が
、
一
一
月
一
日
に
は
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
イ
ー
デ
ン
（Anthony 

Eden

）
英
首
相
か
ら
、「
国
連
軍
」
が
設
立
さ
れ
た
場
合
、
権
限
を
移
譲
す
る
旨
の
連
絡
を
受
け
た
。

（
24
）  

細
谷
、『
外
交
に
よ
る
平
和
』、
二
九
二
頁
。

（
25
）  Pearson, W

ords and O
ccasions, p. 31. 

（
26
）  Ibid., pp. 62 -63.

（
27
）  

ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
と
は
、
大
国
で
は
な
い
が
、
国
際
安
全
保
障
の
維
持
に
貢
献
す
る
意
思
と
能
力
を
持
つ
国
の
こ
と
を
さ
す
。
カ
ナ
ダ
政
府
の
発
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言
力
を
増
す
べ
く
、
カ
ナ
ダ
政
府
の
高
官
が
用
い
た
。

（
28
）  M

em
orandum

 from
 Secretary of State for External Affairs to Cabinet, Septem

ber 4, 1955, D
CER, Vo. 21, 1955, N

o. 1.
（
29
）  

一
例
と
し
て
、Secretary of State for External Affairs to H

igh Com
m
issioner in U

nited Kingdom
, August 7, 1956, D

CER, Vol. 
22, 1956 -57, Part I, N

o. 83. 
（
30
）  Lester Bow

les Pearson, M
ike : The M

em
oirs of the Rt. H

on. Lester B. Pearson, volum
e two: 1948 -1957, w

ith a forew
ord by 

the Rt. H
on. Jean Chretien, （U

niversity of Toronto Press, 2015

）, p. 122.

（
31
）  Pearson, W

ords and O
ccasions, p. 34. 

（
32
）  Ibid., p. 47. 

（
33
）  Ibid., pp. 63 -65. 

（
34
）  

佐
々
木
雄
太
、『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
ス
エ
ズ
戦
争

―
植
民
地
主
義
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
冷
戦

―
』、（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七

年
）、
一
二
九
〜
一
三
〇
頁
。Eedson Louis M

illard Burns, Between A
rab and Israeli, 

（G
eorge G. H

arrap and Co. Ltd, 1962

）,  
p. 18.

（
35
）  

英
米
間
で
は
「
ア
ル
フ
ァ
計
画
」
と
呼
ば
れ
る
和
解
案
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
同
計
画
で
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
問
題
の
解
決
、
水
源
の
分
配
、

新
国
境
の
提
案
と
西
欧
諸
国
に
よ
る
保
障
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。
ア
ヴ
ィ
・
シ
ュ
ラ
イ
ム
著
、
神
尾
賢
二
訳
、『
鉄
の
壁
　
イ
ス
ラ
エ
ル

と
ア
ラ
ブ
世
界
　
第
二
版
　
上
巻
』、（
緑
風
出
版
、
二
〇
一
三
年
）、
二
五
八
〜
二
五
九
頁
。

（
36
）  Burns, Between A
rab and Israeli, p. 104.  H

ouse of Com
m
ons D

ebates, 22nd Parliam
ent, 4th session: Vol. 1, N

ovem
ber 29, 

1956, p. 166.

（
37
）  Burns, Between A

rab and Israeli, p. 98.

（
38
）  H

ouse of Com
m
ons D

ebates, 22nd Parliam
ent, 3rd Session: Vol. 1, February 1, 1956, p. 777.

（
39
）  Ibid.

（
40
）  Ibid., February 2, 1956, p. 907.

（
41
）  D

epartm
ent of External Affairs, External A

ffairs, vol. 8, N
o. 2, 3, p. 49.

（
42
）  Secretary of State for External Affairs to Am

bassador in U
nited States, February 9, 1956, D

CER, Vol. 22, 1956 -1957, Part I, 
N
o. 696, N

o. 695. 
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（
43
）  D

ale C. Thom
son, Louis St. Laurent, Canadian,

（St. M
artin

’s Press, 1968

）, p. 458.

（
44
）  Ibid., p. 459. H

ouse of Com
m
ons D

ebates, 22nd Parliam
ent, 3rd Session: Vol. 7, July 28, 1956, p. 6607. 

（
45
）  Ibid., August 1, 1956, p. 6831.

（
46
）  Thom

son, Louis St. Laurent, p. 460. 
（
47
）  Ibid.

（
48
）  M

em
orandum

 from
 H
ead, Com

m
onw
ealth and M

iddle East D
ivision, to U

nder-Secretary of State for External A
ffairs,  

August2, 1956, D
CER, Vol. 22, 1956 -1957, Part I, N

o. 81. 

（
49
）  H

ouse of Com
m
ons D

ebates, 22nd Parliam
ent, 3rd Session : Vol. 7, August 3, 1956,  pp. 6919 -6920.

（
50
）  Extract from

 Cabinet Conclusions, August 7, 1956, D
CER, Vol. 22, 1956 -1957, Part I , Vol. 22, N

o. 82.

（
51
）  Secretary of State for External Affairs to H

igh Com
m
issioner in U

nited Kingdom
, August 7, 1956, D

CER, Vol. 22, 1956 -
1957, Part I , N

o. 83. 

（
52
）  Secretary of State for External Affairs to H

igh Com
m
issioner in U

nited Kingdom
, August 7, 1956, D

CER, Vol. 22, 1956 -
1957, Part I, N

o. 84.

（
53
）  Ibid.

（
54
）  Secretary of State for External Affairs to H

igh Com
m
issioner in U

nited Kingdom
 August 9, 1956, D

CER, Vol. 22, 1956 -
1957, Part I, N

o. 85. 

（
55
）  Pearson, M
ike, Volum

e Tw
o, p. 232. Thom

son, Louis St. Laurent, pp. 461 -462. D
elegation to N

orth Atlantic Council to  
Secretary of State for External Affairs, Septem

ber 5, 1956, D
CER, Vol. 22, 1956 -1957, Part I , N

o. 91. 

外
相
宛
だ
が
差
出
人
も
ピ

ア
ソ
ン
。

（
56
）  D
elegation to N

orth Atlantic Council to Secretary of State for the External Affairs, Septem
ber 17, 1956, D

CER, Vol. 22, 
1956 -1957, Part I, N

o. 96. 

外
相
宛
に
な
っ
て
い
る
が
、
差
出
人
も
ピ
ア
ソ
ン
。

（
57
）  Ibid.

（
58
）  Ibid.

（
59
）  

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｉ
・
ミ
ラ
ー
著
、
波
多
野
祐
造
訳
、『
平
和
へ
の
意
志

―
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
総
長
の
生
涯

―
』、（
日
本
外
政
学
会
、
一
九
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六
二
年
）、
五
八
〜
五
九
頁
。

（
60
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シ
ュ
ラ
イ
ム
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鉄
の
壁
　
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ア
ラ
ブ
世
界
　
第
二
版
　
上
巻
』、
三
〇
三
頁
。

（
61
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吉
田
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国
連
平
和
維
持
活
動
』、
二
二
〜
二
六
頁
。English, W

orldly Years, pp. 136 -139.
（
62
）  Pearson, M

ike, Volum
e tw
o, pp. 237 -247.

（
63
）  Ibid., p. 238. Thom

son, Louis St. Laurent, p. 465. English, W
orldly Years, p. 134.

（
64
）  Thom

son, Louis St. Laurent, p. 465.

（
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）  Ibid., p. 470.

（
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）  Ibid.

（
67
）  Ibid., p. 471. Extract form

 Cabinet Conclusion, N
ovem

ber 1, 1956, D
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